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建 設 委 員 会 会 議 録 

 

１ 開会年月日 

  令和５年１１月２２日（水） 

２ 開会場所 

  第一委員会室 

３ 出席委員（７名） 

  委 員 長    名 取  顕 一 

  副委員長    小 林  れい子 

  理  事    ほかり  吉 紀 

  理  事    依 田    翼 

  理  事    豪      一 

  理  事    宮 本  伸 一 

  理  事    品 田  ひでこ 

４ 欠席委員（１名） 

  理  事    西 村    修 

５ 委員外議員 

  議  長    白 石  英 行 

  副 議 長    田 中  香 澄 

６ 出席説明員 

  成 澤 廣 修  区 長 

  佐 藤 正 子  副区長 

  加 藤 裕 一  教育長 

  大 川 秀 樹  企画政策部長兼保健衛生部・文京保健所参事 

  竹 田 弘 一  総務部長兼保健衛生部・文京保健所参事 

  澤 井 英 樹  都市計画部長 

  𠮷 田 雄 大  土木部長 

  木 幡 光 伸  資源環境部長 

  横 山 尚 人  企画課長 

  猪 岡 君 彦  政策研究担当課長 
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  進   憲 司  財政課長 

  日比谷 光 輝  広報課長 

  武 藤 充 輝  総務課長 

  佐久間 康 一  都市計画課長 

  前 田 直 哉  地域整備課長 

  吉 本 眞 二  住環境課長 

  川 西 宏 幸  建築指導課長 

  福 澤 正 人  管理課長 

  村 岡 健 市  道路課長 

  村 田 博 章  みどり公園課長 

  橋 本 万多良  環境政策課長 

  有 坂 和 彦  リサイクル清掃課長 

  岩 田 雅 治  文京清掃事務所長 

７ 事務局職員 

  事務局長     小 野 光 幸 

  議事調査主査   杉 山 大 樹 

  主  任     糸日谷   友 

８ 本日の付議事件 

  (1) 付託議案審査 

   1) 議案第35号 文京区空家等対策審議会条例の一部を改正する条例 

   2) 議案第40号 文京区立目白台運動公園の指定管理者の指定について 

  (2) 付託請願審査 

   1) 請願受理第25号 文京区としての「まちづくり」の定義と理念を明確にし、緑豊か 

             で閑静な住環境を守る「文の京」まちづくり基本条例（仮称）の 

             検討を求める請願 

   2) 請願受理第26号 建築基準法42条２項道路等に対する禁煙掲示の路面印刷費用の全 

             額補助に関する請願 

  (3) 理事者報告 

   1) 文京区住宅白書（案）について 

   2) 主要土木工事の進捗状況について 
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   3) 文京区立目白台運動公園の指定管理者候補者の選定結果について 

   4) 主要公園工事等の進捗状況について 

  (4) 一般質問 

  (5) その他 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

午前  ９時５９分 開会 

○名取委員長 それでは、ただいまより建設委員会を開会いたします。 

 委員等の出席状況ですが、委員は、西村委員が家族看護のため欠席となります。 

 理事者につきましては、関係理事者に御出席をお願いしております。 

 なお、成澤区長は、文京区内大学サステナビリティ関連取組紹介のための交流・意見交換

会に出席のため、午後３時30分より欠席となります。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○名取委員長 続きまして、請願の紹介議員の追加についてであります。 

 議案・請願ファイル内の資料「紹介追加承認願」を御覧ください。本委員会に付託された

請願のうち、請願受理第26号、建築基準法42条２項道路等に対する禁煙掲示の路面印刷費用

の全額補助に関する請願について、紹介議員の追加承認願が提出されましたので、これを承

認したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

○名取委員長 それでは、願い出のとおり、紹介議員の追加を承認することといたします。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○名取委員長 続きまして、理事会についてであります。 

 理事会については、必要に応じ協議し、開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○名取委員長 続きまして、本日の委員会運営についてであります。 

 付託議案審査２件、付託請願審査２件、理事者報告４件、部ごとに報告を受け、質疑は項

目ごとといたします。なお、付託議案審査に関する項目については、その議案審査の際に理

事者報告を受けることといたします。続きまして、一般質問、その他、本会議での委員会報

告について、委員会記録について、閉会。以上の運びにより本日の委員会を運営したいと思

いますが、よろしいでしょうか。 
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（「はい」と言う人あり） 

○名取委員長 各委員及び理事者の皆様には、質問・答弁など簡潔明瞭に行い、本委員会が円

滑に運営されるよう、御協力をお願いいたします。 

 なお、議員・理事者ともに、資料はデータのページ数を指定することとなっておりますが、

右下にＰの通し番号がある場合は、そちらを御指定くださいますようお願いいたします。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○名取委員長 それでは、付託議案審査２件に入ります。 

 議案第35号、文京区空家等対策審議会条例の一部を改正する条例です。 

 それでは、提案理由の説明をお願いいたします。 

 澤井都市計画部長。 

○澤井都市計画部長 おはようございます。ただいま議案とされました議案第35号、文京区空

家等対策審議会条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。議案集１のデ

ータの13ページとなります。委員会資料第１号、新旧対照表を併せて御覧ください。 

 本案は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正に伴い、空家等対策審議会条例

を改正するものです。 

 改正内容は、法律の引用条文の変更に伴う整備でございます。 

 附則は、施行期日を定めるもので、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正す

る法律の施行の日、またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行するものでござい

ます。 

 よろしく御審議の上、原案のとおり御可決賜りますようお願い申し上げます。 

○名取委員長 それでは、御質疑のある方、お願いいたします。 

 品田委員。 

○品田委員 おはようございます。よろしくお願いします。 

 文京区には空き家が、今、185あるというふうにカウントされていますけれども、その空

き家の状況によって何か呼び名があるようで、ひどい状況のときは、管理不全空家とか、特

定空家とか。この中で、この条例の一部改正によってどういうところの空き家対策が進むの

か。または、何というんですか、空き家にさせないための方策というんですかね、それが進

むのか。その辺を御説明ください。 

○名取委員長 川西建築指導課長。 

○川西建築指導課長 おはようございます。 
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 文京区につきましては、まず、管理不全空家と特定空家というのが一般的にあるというと

ころでございますが、管理不全空家については、今、調査しているところでございます。ま

ず、特定空家については、件数としてはゼロでございます。その定義としましては、保安上

危険であるとか、衛生上有害であるとか、景観の悪化とか、周辺の生活環境への影響を考慮

して、まずは特定空家を認定するというところになっております。それに至らない、そのま

ま放置すれば特定空家になる空き家につきましては、管理不全空家というふうなことにして、

今後、指定していくというところでございます。 

 現在、185件の区で把握している空き家に加えて、今年度、新たに情報提供がありました

空き家について、現地調査を行って、昨年度との経緯の比較とかを含めて、今後、管理不全

空家に認定するかどうかというところの作業も含めてやっているというところでございます。 

 なお、今回の法の趣旨及び法改正によって変わることというところでございましては、ま

ず、特定空家以外に、特定空家に至らない管理不全空家、そのまま放置すれば特定空家にな

る管理不全空家というものが設けられたというところで、これに関しては、現地調査、確認

をして、指導・助言の下、改善が見られない場合は勧告をすることによって、こちら、その

まま住宅用地として適さないということから、住宅用地特例の適用から除外されるというと

ころで、一般的に６分の１とか適用されているというところがあるんですが、その適用がな

くなりまして、次の１月１日時点になりますと、その６分の１が解除されて１になっていく

というところで、税負担が大きくなるというところが土地所有者に対しての一定程度の啓発

になるのかなというところになっております。 

 そのほか、利活用とか、活用拡大とか、管理の確保、特定空家の除去等が主なこの法改正

の趣旨というふうになっているところでございます。 

○名取委員長 品田委員。 

○品田委員 ありがとうございます。それで、所有者に対して、一応、改善策を講ずるように

ということで区のほうから指導があるというふうに思うんですけど、結構、そこの隣とか、

周りのうちの人が、ちょっと空き家で、草ぼうぼうになったり、全然所有者が、例えば１か

月に１回見に来るとかいうこともなく、安全性とか保安上問題があって嫌だなと思っている

方たちが結構多くて、そんな相談にも乗ったことがあるんですけれども、そういう相談とい

うのは結構頻繁にあるんでしょうか。 

 それから、もし御心配なことがあったら、その所有者に対して御近所の方からの不安な思

いがあるので、ぜひ空き家を改善していただきたいとか、また、きちっと管理をしてもらい
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たいとかということのお話をしていただける状況にはあるのかどうかが１つ。 

 続けて、あと、最近ちょっと知ったんですけれども、空き家に対して、相続がうまくいか

なくて、なかなか処分できないとか、売れないとか、いろいろあるというふうに思うんです

けれども、そういった中で、民間の事業者がそこを利活用するというんですか、リノベーシ

ョンして商店にしたり、また、アパートだったら、下をお店にして上を住宅にするとか、そ

ういう民間の活用によって、空き家が利活用できるような業者があるようなんですけれども、

文京区の中でもそういった事例があって、空き家をお店にしたというような事例が紹介され

ていたんですけど、なかなか今すぐには処分できないようなところは、そういう民間の力を

借りながら空き家をなくしていくという方法もあるのかなと思って、何社かあるようなので、

そういうところもありますよというふうな御案内もしてはどうかなと思っていますが、いか

がでしょうか。 

○名取委員長 吉本住環境課長。 

○吉本住環境課長 １点目の空き家の管理がよろしくなくて、建物以外の樹木であったりとい

うお話がございました。近隣からのお話も幾つかうちのほうに来てございます。それについ

ては、基本的に所有者の方に対応していただくのが原則なので、まず所有者を確認し、もし

所有者の方が例えばお亡くなりになっているようなことでありましたら、相続関係にある方

をお調べして、お手紙等を出して対応をお願いしているところでございます。 

 ２点目の委員からの御提案のあった民間のところですけれども、区としても空き地の利活

用というところがなかなか進んでいないところもございますので、民間を活用している先行

している区にもヒアリングを行いながら、今後、どういう形ができていくのかは検討してい

るところでございます。 

○名取委員長 川西建築指導課長。 

○川西建築指導課長 空き家の件数のほうのところでございますが、先ほどもお話にありまし

た、周りに老朽化している建物があるという陳情が区に寄せられると、現地を確認して、ま

ずは空き家かどうか、住まわれているかどうかというのを確認して、空き家であると、空家

法の手続のところに乗っていくかというところ。それと、人が住んでいると、老朽建築物と

して建築基準法上での扱いになるというところで、そちらの扱いがちょっと変わってくるん

ですけれども、空き家自体の件数としては、毎年大体20件ぐらい、そのほか老朽建築物があ

るというような状況でございます。 

○名取委員長 それでは、宮本委員。 
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○宮本委員 ありがとうございます。今の品田委員への答弁でよく分かりました。ありがとう

ございます。今回、国も空き家対策に力を入れていくということで、法改正があったと。規

定の整備をするということで、今回の対策の１つの柱がこの管理不全空家ということで、今、

いろいろ説明いただきました。ありがとうございます。 

 文京区は、地方と比べますとそんなに空き家が多いわけではないですけれども、時々発生

して、私ども公明党にも御相談をいただいております。私も何件かお寄せいただいておりま

して、今回、この管理不全空家の考え方を活用して、今まで未解決の案件について、より対

応していただけると思うんですけれども、私が相談をいただいている空き家のケースで、建

物は長屋なんですね。２つの住居がありまして、１つにはまだきちっと生活をされている。

こちらは完全に空き家になって、もう長い間、ずっと住まわれてなくて、やはり老朽化して、

非常に対照的なんですけれども、こういった場合、今回の管理不全空家が適用されるのか。

それとも、先ほど品田委員の説明にあった建築基準法のほうで対応するのか。いずれにして

も、地域の近隣の方が非常にお困りという状況なので、何らか対応していただければと思う

んですけれども、お伺いしたいと思います。 

○名取委員長 川西建築指導課長。 

○川西建築指導課長 現状でそういう老朽化した建築物のお問合せというのが寄せられて、現

地を確認していくというところがあるんですが、人が住んでいないという状況でも倉庫とし

て使っているとか、たまに帰ってくるとかという状況がありますので、その状況を確認した

上で、そうした状況がありますと空き家としては手続ができない、対応ができないというこ

とがありますので、先ほど申し上げましたように、老朽建築物として建築基準法上での指導

とか是正のお願いとかをしていくというところになります。 

 委員がおっしゃいましたように、長屋等で１戸だけが住居にされているとか、物置にされ

ているとかという件は、区内でも何件か例がございまして、ほかの案件に関しましては、土

地所有者様、建物所有者様、全体に対して管理をしていただきたいとともに、場合によって

は改修とか建て替えとかをしてくださいというお願いをしているというところの実績がある

というところでございます。そういうお声をいただきましたら、そういうところで建物所有

者さんと土地所有者さんに対して、そういうお願いと指導を今後していこうかというところ

でございます。 

○名取委員長 ほかはよろしいですか。 

 豪一委員。 
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○豪一委員 今の川西課長の答弁だと、もう既にそういう活動をしているとすると、今回の空

家対策法の改定、多分、近日中に法改正がちゃんとされると。もう日にちが決まっているの

かという質問が１点と、今までもできているんだったら別に、今回の法改正のいいところと

いうのは、今までなかなか強制力がなかったのが、空き家に対しての行政とかの助言だとか

指導だとか勧告だとかをしやすくなるというのがやりやすくなる、やれる権限が地方自治体

に権限が回ってくると。今までそこまでの強制力はなかったけど、そういう強制力が出てく

るというのが改正点の１つだと思うんですよ。今までもそうやって、今の答弁のようにでき

ているんだったら、別にそんなに問題ないわけで、文京区とか特に都心の空き家の場合は、

結構、複雑な事情があるケースが多いじゃないですか。地方と一番違うのはそこで、資産運

用価値が高いから、別に問題がないのに黙って空家を放っておく人なんていないんですよ。

更地にして駐車場にしたって多分貸せるわけだし、固定資産税が高くなるとしたって、それ

でも利益が出るわけですよ。ちゃんとした空き家だったら、普通に貸せば需要はたくさんあ

ると。相続だとかいろいろな複雑な事情があって売れないケースが多いじゃないですか。地

方は本当に資産価値がないから、壊すのも解体費がかかるから空きっ放しにしていて、衛生

面だとか安全面だとかいろいろ危険性があるから、強制力を持ってそれに対処するというこ

とになっているわけでしょう。 

 その中で私が聞きたいのは、さっきの日にちが決まっていたら教えてくださいという点と、

あと、文京区が、今、ずっと空き家対策もそうやっていろいろな調査を進めているのも、文

京区空家対策等審議会の皆様のお力を借りているじゃないですか。これは学識だとか、区内

の建築だとか不動産の専門家の方だとか、公募区民とか、町会の方もいらして、いろいろな

知識を寄せ合って空き家対策に協力していただいていると。これが法改正された後の文京区

の空き家対策にどうやってリンクするのか。もう第４期が一応終了したということですけど、

また新たに審議会のメンバーを募集して、そういう新しい法改正の後の空き家対策を新しい

メンバーと話し合っていくのか、継続してやっていくのか、その２点をお聞かせください。 

○名取委員長 川西建築指導課長。 

○川西建築指導課長 いわゆる空家法につきましては、改正のほうが６月14日に公布されまし

て、来月の12月13日に施行というところが閣議決定されたというふうに聞いております。 

 また、それに加えて、空家法の改正のポイントとしましては、様々な管理不全空家等の固

定資産税の減免の解除とかというもののほかに、それぞれの責務というところで、国の責務

とか、地方公共団体の責務とか、それと所有者の責務というところがございまして、所有者
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につきましても責務が明確に明示されておりまして、国や地方公共団体が実施する空き家等

の対策・計画を実施するための施策に対して協力するように努めなければいけないというこ

とが明示されましたので、例えば我々が伝えたときに、ちゃんと答えを返してくださいよと

かというところも明示されましたので、よりコミュニケーションがスムーズに図られて、空

き家対策、利活用、管理不全空家の除去等に向けて資する法律になったのかなというふうに

考えているというところです。 

 また、審議会等の役割につきましては、先日ですか、任期のほうが２年というところで改

正されましたので、また新たなメンバーでというところで、特定空家も含めて、管理不全空

家、それと法改正の趣旨も踏まえて、文京区としてどうやっていくかということも踏まえな

がらやっていくとともに、万が一、特定空家とか、管理不全空家とか、該当する案件が出て

きた場合は、そこに諮問・答申をしながら、適切に空き家対策を図っていくというところは

全体として考えているというところでございます。 

○名取委員長 豪一委員。 

○豪一委員 最後に、文京区空家対策等審議会のメンバーは、改定前と改定後を意識して変え

た点とか、どのように変えたとか、人数を変えたとか、その辺があったらお聞かせください。 

○名取委員長 川西建築指導課長。 

○川西建築指導課長 その法改正によってメンバーの構成を変えたというところはございませ

んが、今回変えたのは特に区民公募委員が任期になったので変えたというところで、そのほ

かの各行政機関のところに関しましては、そこの推薦でというところになっておりまして、

そこのところで幅広い意見が聞けるようになっているのかなというふうに考えているという

ところでございます。 

○名取委員長 小林副委員長。 

○小林副委員長 今回の改正は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正に伴う条文

のずれによるということで、元の法律の第３条に国の責務、情報提供や支援が新たに加わっ

たから、条文が１個ずつずれていったということは、元の特措法を見て確認いたしました。

それで、先ほど御説明があったように、特措法を見ますと、ほかにも第４条に地方公共団体

の責務、都道府県の情報提供や支援をすることというようなことが加わったり、例えば、第

５条で、所有者の責務、施策への協力も強化されて、第７条では空家等対策計画も新設の条

文が大幅に増えて、先ほどいろいろ御説明があったとおり、空き家対策への権限強化もされ

ております。 
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 今回の、審議会条例の条ずれ以外に、区の空き家対策そのものへの影響のほうが大きいと

いうふうに感じるんですけれども、ほかに条例改正する必要がないのかどうか、また、計画

の変更などがあるのかどうか、どう対応していくのかをお伺いいたします。 

○名取委員長 川西建築指導課長。 

○川西建築指導課長 今回の法改正につきましては、審議会条例の改正というところで、それ

の根拠になっている条文が変わったというところでございます。当然、法律が変わったら、

審議会で議論する内容もそれに伴って審議していくというところになろうかと思いますが、

この審議会条例で特にそこを変更するというところはないというふうに認識しているところ

でございます。 

○名取委員長 小林副委員長。 

○小林副委員長 空き家対策そのものの計画とか区の制度は、もう既に国にのっとってやって

いることもあるしということで、これから権限を強化されてやりやすくなっていくというこ

とで、計画そのものが変わるというのは、例えば区民への周知があるとか、どういうふうに

やっていくとか、その辺の詳細を教えてください。 

○名取委員長 川西建築指導課長。 

○川西建築指導課長 この法改正につきましては、様々な、所有者にとって変わったところと

いうのがございますので、先ほど言いました特定空家になりそうな物件とか、管理不全空家

の物件の建物所有者及び、今後は土地所有者も固定資産税が上がるというところもあります

ので、そのところに関しましては周知をしていきたいというところで、お手紙を出すとか、

連絡をするとかというところを踏まえて、その内容は周知徹底していきたいと思います。ま

た、審議会のほうでも法の改正にのっとった対応というところが議論されて、施策としてや

っていかれるというふうに考えています。 

○名取委員長 それでは、各会派の態度表明をお願いいたします。 

 自由民主党さん。 

○豪一委員 自由民主党、国も空き家の世間的な諸問題を解決しようと法改正に取り組みまし

た。文京区も追随して、しっかりと空き家を管理するということで、今回の議案第35号、自

由民主党は賛成いたします。 

○名取委員長 ＡＧＯＲＡさん。 

○品田委員 議案第35号、賛成をいたします。この条例改正によって、空き家対策が進み、ま

た、住環境がきちっと整って、トラブルのないように、ぜひまちづくりを進めていただきた
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いと思います。 

○名取委員長 公明党さん。 

○宮本委員 公明党、議案第35号、賛成いたします。空き家対策のさらなる強化にこれから取

り組んでいただきたいと思います。 

 以上です。 

○名取委員長 都ファさん。 

○依田委員 文京区議会都民ファーストの会は、議案第35号に賛成いたします。こちら、法改

正に伴う参照条文のずれに対応したもので、そういう技術的なことということで、それ自体

は非常によく分かりました。また、引き続き、文京区さんには空き家対策に御尽力いただけ

ればと思います。 

○名取委員長 根っこの会さん。 

○ほかり委員 文京根っこの会、議案第35号、賛成いたします。１点だけ付け加えたいんです

けれども、空き家と空き店舗、扱いが違うと思うんですけれども、私が住んでいる東大の前

に空き店舗がすごくたくさん並んでいるエリアがありまして、東大の目の前ですごく立地が

いいんですけれども、もう15年、20年ぐらいテナントが入っていないところがあります。地

方自治体でも千葉県香取市なんかですと、空き家ではない鉄筋コンクリート造の４階建ての

建物を、住宅特例措置法にのっとって部分的に解体するというような事例もあるようでして、

文京区も空き家と並行して、多分、商店街なんかの空き店舗とか空き倉庫とか、住居ではな

いけれども空きになって放置されている、利活用すれば価値がある物件がたくさんあると思

うので、そちらのほう、空き家だけではなくて、空き店舗・倉庫のほうも利活用する方法を、

うまく取り組んでいただければなと思います。 

 以上です。 

○名取委員長 日本共産党さん。 

○小林副委員長 日本共産党は、議案第35号に関しまして、特措法の改正の条ずれによる審議

会条例の改正だということ、また、特措法の改正に伴い、空家等対策計画の変更は、今後、

審議会で検討され報告される、また、区民への周知もあるということを確認できましたので、

賛成いたします。 

○名取委員長 それでは、議案第35号の審査結果を御報告いたします。 

 賛成６、反対ゼロ。よって、原案を可決すべきものと決定いたします。 

 それでは、続きまして、議案第40号、文京区立目白台運動公園の指定管理者の指定につい
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て。 

 報告事項３、文京区立目白台運動公園の指定管理者候補者の選定結果についてがこの議案

に関連するため、先にその報告を受けることとし、報告を受けた後、議案第40号の提案理由

の説明を受け、一括して質疑を行います。 

 それでは、報告事項３、文京区立目白台運動公園の指定管理者候補者の選定結果について

の説明をお願いいたします。 

 村田みどり公園課長。 

○村田みどり公園課長 それでは、資料第４号、文京区目白台運動公園の指定管理者候補者の

選定結果について御報告いたします。 

 令和５年10月25日に開催されました第２回指定管理者選定委員会（臨時）において、指定

管理者候補者を選定してございます。 

 ２番の選定された候補者ですが、共同体名称は、目白台運動公園共創パートナーズです。

その構成員は、代表者となるシンコースポーツ株式会社のほか、太陽スポーツ施設株式会社

の２社でございます。 

 ３番、指定期間は、令和６年４月１日から令和11年３月31日までの５年間です。 

 ４番、募集方法ですが、公募により、１団体の応募がございました。 

 ５番、選定方法ですが、一次審査、二次審査を行いまして、審査の結果、その合計点が基

準点となる910点を上回りましたため、候補者として選定いたしました。 

 ＰＤＦ２ページ目を御覧ください。６番、選定結果、及び７番、選定経過は、記載のとお

りでございます。 

 御報告は以上です。 

○名取委員長 次に、提案理由の説明をお願いいたします。 

 𠮷田土木部長。 

○𠮷田土木部長 ただいま議題とされました議案第40号、文京区立目白台運動公園の指定管理

者の指定につきまして、提案理由を御説明いたします。 

 議案集のデータ、23ページを御覧ください。本案は、文京区立目白台運動公園の指定管理

者を指定するため、地方自治法第244条の２第６項の規定により御提案するものです。 

 指定管理者は、目白台運動公園共創パートナーズで、共同体の代表者は、東京都中央区日

本橋堀留町二丁目１番１号、シンコースポーツ株式会社、構成員は、東京都港区高輪三丁目

４番１号、太陽スポーツ施設株式会社です。 
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 指定期間は、令和６年４月１日から令和11年３月31日までの５年間です。 

 よろしく御審議の上、原案どおり御議決賜りますようお願い申し上げます。 

○名取委員長 それでは、質疑に入らせていただきます。 

 どうぞ、質疑のある方。 

 依田委員。 

○依田委員 ありがとうございます。この件、大きく２点質問させていただければと思います。 

 １つは、この選ばれた事業者のことなんですけれども、このシンコースポーツ株式会社に

ついては、スポーツ施設の箱物系の運営に非常に実績があるということ、それから、太陽ス

ポーツ施設株式会社のほうは、グラウンドとか、人工芝の整備とか、そこら辺にたけている

というふうに見ております。この目白台運動公園は、グラウンド施設が主ですので、これ自

体はよろしいかなとは思うんですけれども、一方で、目白台運動公園に関しては、樹林の管

理等々についてこれまでいろいろ言われてきたことがありまして、この会社さんはここら辺

にノウハウがおありなようには見えないんですけれども、その点、区としてはどのように評

価されていますでしょうか。 

○名取委員長 村田みどり公園課長。 

○村田みどり公園課長 二次審査の際に、ヒアリングにおいても、その点、確認をしておりま

して、芝生の管理、それから樹林地の管理など、公園として植栽地の管理としてどう行って

いくのかというあたりを確認してございます。こちら、主に芝や樹林地管理につきましては、

太陽スポーツ施設株式会社のほうが担うというふうに聞いてございまして、こちらの会社、

ほかの自治体でも指定管理等で芝や樹林地の管理を行っているという実績があるということ。

それから、関連会社が造園会社の系列の会社でございまして、そちらのほうとの技術の共有

などもあるというふうには聞いてございます。 

○名取委員長 依田委員。 

○依田委員 ありがとうございます。そういったノウハウがあるということは分かりました。 

 とはいえ、これまで様々な指摘があったところであるので、区としてもしっかり見ておい

ていただければと思うんですけれども、指定管理者の切替えの際に、何か区として直接こち

らに手を入れたりということは、引き渡すというんですかね、それに当たって手を入れたり

ということはお考えでしょうか。 

○名取委員長 村田みどり公園課長。 

○村田みどり公園課長 指定管理の引継ぎに際しまして、区としましても、現状の指定管理者
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と必要な部分の復旧について協議したりですとか、それから、新たな事業者に対して復旧し

たものを引き渡して管理していただくという形で考えてございます。また、今回の業務要求

水準の中でも、樹林地の管理につきまして明記をしてございまして、一定、そういう樹林地

の管理について、下草の管理ですとか、そういった業務水準を明確化したという点などもご

ざいますので、そういったところもしっかり確認していきたいと考えてございます。 

○名取委員長 依田委員。 

○依田委員 ２点目なんですけれども、今回の審査の過程についてお尋ねしたいんですけれど

も、当初、肥後細川庭園とセットで指定管理者を募って、結果的に応募がなかったというこ

ともあって、今回、分割して選定したと。応募は１社だけであったというところなんですけ

れども、ここら辺の過程については、ようやくここに決まったということなので、でも、ま

だ肥後細川庭園のほうは決まっていないというところなんですけれども、今のところこの選

定プロセス、やり方については、どう振り返って評価されていますでしょうか。 

○名取委員長 村田みどり公園課長。 

○村田みどり公園課長 委員にお話しいただきましたとおり、こちらの目白台運動公園ととも

に、肥後細川庭園の指定管理の募集も行っていたところでございます。募集を２回かけてお

りまして、１度目の募集に関しましては、目白台運動公園、肥後細川庭園を一体での管理と

いうことで計画しておりましたけれども、こちらの応募がなかったということで、改めて募

集をかけております。２回目の募集をかけるに当たりましては、１回目の募集要項、業務要

求水準につきまして、そういった業務要求水準の中で受けられない事情、条件があるかどう

かなどを知見のある会社さんに聞いたりですとか、あとは一体で管理する方法、それから、

分割して個別に募集をかける方法、どちらが事業者さんとして受けるに当たってはやりやす

いかなどのヒアリングを行ってございます。一体管理、それから個別の管理につきましては、

各事業者さんの考え方次第で様々でございました。規模が大きいほうが受けやすいという事

業者さん、それから、新たに仕事を受けるに当たっては、人員の確保など、個別の応募のほ

うが応募しやすいという考え方。それから、会社によっては、自分たちの事業規模では、今、

受ける余力がないというような会社さんなど、様々なお話を聞かせていただいた中でござい

ます。 

 そういった中で、２回目の募集につきましては、個別に肥後細川庭園、目白台運動公園の

募集をかけたというところでございまして、これに関しましては、事業者さんの事業方針に

基づいて目白台運動公園は応募がありましたが、肥後細川庭園のほうは応募がなかったとい
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うふうに考えてございます。 

○名取委員長 依田委員。 

○依田委員 結果的には、取りあえず分けて１つは見つかったので、いい方向にはなったのか

なとは思うんですけれども、とはいえね、応募が１社だったということで、公募に関しても

運用方法の改善を図っていけたらいいなと思いますので、引き続きよろしくお願いいたしま

す。 

 以上です。 

○名取委員長 宮本委員。 

○宮本委員 ありがとうございます。今の答弁で、まずは私も１社、１組しかなかったという

ことが気になっていたんですけれども、芝生や樹林地の管理の面では、造園会社さんを親会

社に持つ太陽スポーツ施設株式会社さんが入られたということで、信頼できるということで

理解いたしました。 

 一方で、今の指定管理事業者さんですね、様々な自主事業も行っていただいていまして、

利用者の方から評価のお声も上がっているというふうに聞いております。私もよく週末など

は散歩がてら行って、気分転換とかに活用させていただいているんですけれども、家族で行

ったりしていますけれども、非常にすがすがしい思いを抱いております。そうした自主事業

について、指定管理事業者が変わることで、そのサービスレベルが維持できるのか、その辺

をお伺いしたいと思います。 

○名取委員長 村田みどり公園課長。 

○村田みどり公園課長 指定管理におきましては、自主事業というところが、その指定管理者

のノウハウの見せどころといったところでもございますけれども、現行の自主事業、現行の

事業者さんでもスポーツの講習ですとか、あとは健康やその維持・増進を目的としたプログ

ラムですとか、あとは子ども向けの自然観察の事業ですとか、そういった様々な事業を提案

いただいて、実施していただいているところでございます。次年度から、その事業者さんが

変わるということになりますけれども、先ほども御答弁申し上げましたけれども、次に受け

る事業者さんも、全国的に様々なスポーツ施設を管理している実績のある会社であるという

ところ、そこにおけるそういった自主事業、様々なイベントの企画なども確認させていただ

いて、一定、区民サービスのレベル、水準は維持できるのではないかというふうに考えてご

ざいます。 

○名取委員長 宮本委員。 
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○宮本委員 分かりました。ありがとうございます。期待したいと思います。 

 あと、先ほど依田委員からも、肥後細川庭園のほうについても質問があって、答弁をいた

だきまして、分かりました。今、様々な検討を進めていただいていると思うんですけれども、

仮に指定管理ができなくなった場合、どういった影響があるのか。ちょっと見解をお伺いし

たいと思います。 

○名取委員長 村田みどり公園課長。 

○村田みどり公園課長 肥後細川庭園につきましては、次年度以降の管理は、現在、検討中で

ございまして、確定的なことは申し上げられないという状況でございますけれども、一般的

な話としてお話ししますと、指定管理制度によって期待される経費の低減ですとか、多彩で

質の高いサービス提供の部分で、ちょっと効果が得られないところがあるのではないかとい

うふうに考えてございます。特に、先ほどもお話しいただいた自主事業の部分、こちら区が

指定する指定事業と違いまして、指定管理者がそのノウハウを駆使して行っている事業でご

ざいますので、そういった点で、自主事業はサービス提供が難しいというふうに考えてござ

います。 

○名取委員長 宮本委員。 

○宮本委員 分かりました。影響は一定あるということで、区民の皆様へのサービスを考えま

すと、指定管理が望ましいというふうに思いますが、事業者さんがなかなか出てこないとい

った場合には、サービスは下がってしまいますけれども、委託なども活用しながら、直営の

管理も行わざるを得ないのかなというふうにも思います。 

 一方で、そうなった場合、分かりませんけれども、まだいろいろ検討していただいていま

すが、そうなった場合でも、可能な限り引き続き指定管理を探っていただいて、サービス向

上ができるように検討を進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○名取委員長 豪一委員。 

○豪一委員 目白台運動公園にあたりましては、一部いろいろ指摘があった管理の問題ですよ

ね。芝生が枯れた、スプリンクラーか故障していたとか、あとはＵ字溝に砂や葉っぱがたま

ったままだったとか、その辺が指摘されていたんですけれども、そういう御指摘があった後

の指定管理者の改善というか、その辺の対処についてはどうなったのか、まずはお聞かせく

ださい。 

○名取委員長 村田みどり公園課長。 
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○村田みどり公園課長 まず、芝生に関しましては、夏が過ぎて９月、10月頃にかけまして、

新たに冬芝を育成するシーズンとなりまして、その状況で、一定、夏枯れの改善はなされて

いるところでございます。 

 それから、令和３年頃に、それまでテニスコートのＵ字溝の側溝から出た土砂を、その当

時、指定管理者自体は土砂であるということで、園内に再利用を目的として集積していたと

いう状況がございました。それを東京都のほうから汚泥であるというふうに指摘があって、

その指摘を受けた令和３年度中に適切に産業廃棄物として処分したというふうに確認してご

ざいます。 

○名取委員長 豪一委員。 

○豪一委員 汚泥と土砂は大分違って、指定管理者は土砂まで管理する必要はないわけでしょ

う。土砂ということは、すなわちこれは法面だから、それは区が管理しないといけないとこ

ろで、汚泥となると、日頃のメンテナンスなのかなというイメージなんだけど、その辺を具

体的に教えていただければ。そうしないと、汚泥と土砂は何が違うのか皆さん分からないと

思うので。 

○名取委員長 村田みどり公園課長。 

○村田みどり公園課長 管理につきましては、公園全体を指定管理者で管理するということに

なりますので、土砂であれ、汚泥であれ、汚泥というか産業廃棄物の管理につきましては、

その指定管理者の管理する範囲内においては、指定管理のほうで全て行う形になってござい

ます。 

 土砂の場合は、ごみではないので、産業廃棄物という処分ではなくて、捨てるということ

ではなくて、園内で土砂としてまた再利用するという形がとれたかとは思うんですけれども、

一定、側溝の中に流れ込むものが芝生の目砂だけではない状況であって、それが土砂以外の

ものも流れてくるのではないかというところの判定で、東京都からは汚泥という、砂以外の

ものも入っているという判定を受けているという状況で聞いております。 

○名取委員長 豪一委員。 

○豪一委員 土砂というのは、要は目土みたいなものですね。私が考えていたのは、土砂崩れ

なんかは、当然ね、何十万円、何百万円もかかるような崩れちゃった後の修復なんか、そう

いうのは当然文京区がやるのかなと思っていたけど、今、村田課長がおっしゃっている土砂

というのは、テニスコートのところの斜面にある芝生が生えているところの目土が落ちてＵ

字溝に入ったんじゃないかと。だけど、東京都の判定でそれは汚泥であるということだった
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と。汚泥ということになると、日頃のメンテナンスということなので、やっぱり指定管理者

の責任だったということになるんですかね。なるほど。 

 そういった状況を踏まえた上で、今回の募集には、その指定管理者は入札しなかったとい

うことなんですか。第１回目のときは。ちょっとそれを聞いていいですか。 

○名取委員長 村田みどり公園課長。 

○村田みどり公園課長 現行の指定管理者さんが次年度以降の指定管理の募集には応募しなか

ったという状況は、確かにそのとおりでございます。その理由につきましては、管理者さん

の事情によるところではございますので、正確に確認を聞いているところではないんですけ

れども、会話の中で聞いているのは、目白台運動公園、それから肥後細川庭園もそうですけ

れども、新たにここに配置する人員がいないというふうに聞いてございます。 

○名取委員長 豪一委員。 

○豪一委員 まとめます。指定管理者を募集するメリットというのは、皆さん御存じのとおり、

競争が生まれて、ある程度、委託する費用が安くなるとか、そういうメリットがあると思う

んだけど、こうやって応募者がいなかったり、１社とかだと、そういう指定管理のメリット

がなくなるので、依田委員も先ほど指摘していましたけど、募集の方法というのはいろいろ

と工夫していただいて、できるだけ多い応募が来るような工夫をしていただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○名取委員長 ほかはよろしいですか。 

 では、小林副委員長。 

○小林副委員長 目白台運動公園の指定管理者の指定についてお伺いしたいんですけれども、

先ほど来、各委員の皆様からも御指摘とかお話があったとおり、これまでの目白台運動公園

の指定管理者は、芝刈り機を使用した際にスプリンクラーを破損させ放置していたことで芝

生を枯らしたり、あと、テニスコート脇の側溝にたまったチップとかも入っている産業廃棄

物の汚泥を不法投棄していたことで樹林地斜面の土砂を雪崩が起きるように流出させたり、

あと、そのほかにも危険木の放置、また、区の許可なく樹木を伐採したりするなど、様々な

過失、不備、管理不足があり、過去の指定管理評価では、利用者が安全・快適に施設を利用

できるよう適切に施設の保守・修繕・清掃等が行われたかの項目で、学識を含む７人全員が

０点とし、全体でＤ評価がつくなど、区もかなりの課題があったと認識されております。 

 こうした不備や管理不全に対して、私どもの会派としては損害賠償すべきだと本会議質問
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でも主張してきましたが、30万円以上の修繕は区の責任、また、934万円の予算をかける樹

林地解放のための園路等の改修工事については、経年劣化した既設の管理用通路の改修だと

区は答弁されています。経年劣化もあるでしょうけれども、破損も含めて不備や管理不全の

結果ぐらいは、先ほどの芝の管理、もう既に解決したというような御答弁もありましたけれ

ども、いまだにカタバミ、シロツメクサなどの別の植物も混在して生えているという状況を

私も見てきたんですけれども、指定管理者が辞める前に、原状復帰・回復してもらうのは筋

ではないのか、区のお考えを伺います。 

○名取委員長 村田みどり公園課長。 

○村田みどり公園課長 この４年半ほどですけれども、管理の中で、やはり指定管理の事業者

さんの中でも認識不足があったり、そういった点で、汚泥について産廃で処理するというこ

とが期間の途中で始まったり、そういった形で、一定程度、改善すべき点があったことは確

かにそのとおりだと認識してございます。 

 ただ、その指摘に関しましては、指定管理者のほうも真摯に受け止めて、改善に努めてき

たというふうな状況でございまして、また、芝生につきましても、芝の管理は、一定、夏場

に枯れたという状況はありましたけれども、その復旧に努めて、また、芝以外の植物がある

ということに関しましても、日頃のメンテナンスで抜き取るなど行っているところですけれ

ども、そのあたりは生き物のことでございますので、成長と同時に全て抜き取ることは難し

いという点もありまして、可能な限りメンテナンスを続けていくような形でやっているとこ

ろでございます。 

 今回、５年間の指定期間が終わるところでございますので、一定程度の原状復旧といいま

すか、ただ、５年前の状態に戻すということを区も考えていることではございませんでして、

この５年間で経年劣化した部分に関しましては、一定、その事業者の責任を負わない部分に

なるかと思います。そのあたりの役割分担は、事業者と区で話し合いながら決めていきたい

というふうに考えてございます。 

○名取委員長 小林副委員長。 

○小林副委員長 ありがとうございます。令和５年度の評価が出るのは指定管理者が交代した

後になってしまうんですけれども、その前に引継ぎの段階でいろいろ協議されたりというこ

とがあるということは確認いたしました。今後、新しい指定管理者に変われば、区が援助し

なくても管理運営ができるようになるのか、自主事業に対する期待というのはとてもよく分

かるんですけれども、やっぱり庭園、緑の保全などは一番大事なすごく基本のことだと思う
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ので、この間の目白台運動公園の指定管理の課題を鑑みて、仕様書の書換えとか、業務水準

の見直しなど、先ほどちらっと御答弁もありましたけれども、ありましたら、その内容を教

えてください。 

○名取委員長 村田みどり公園課長。 

○村田みどり公園課長 今回の応募に当たりまして、業務水準の内容について変更した点につ

いてですけれども、前回の５年前の募集と変わっている点につきましては、まず、先ほども

お話しさせていただきました樹林地の管理につきまして、下草の管理ですとか、そういった

業務量を明示したという点と、そういった業務量の増加に伴って、そういう必要な人員を配

置して、あとは長時間労働とならないような記載をするなどの追加をしているところでござ

います。 

○名取委員長 小林副委員長。 

○小林副委員長 ありがとうございます。今、おっしゃられた長時間労働の改善ということに

もちょっと関連するかと思うんですけれども、今回の指定管理者選定の資料を情報公開し、

事業計画書などを読ませていただきました。収支計画書に記載された指定管理料なんですけ

れども、6,110万9,000円とありまして、これまでの決算書を見ると、最大で指定管理料とい

うのが令和４年度の4,500万円で、1,600万円の増です。これは、区が提示した金額かという

ことと、また、何が増えているのか、その内訳を見ると、人件費が4,324万円で、現指定管

理者の人件費と比較すると約1,000万円の増です。その理由を説明していただきたいという

ことと、また、今回の１事業者、指定管理料評価は350点中30点です。１社しか応募がなか

ったので比較ができないんですけれども、経費の縮減に関しては０点、利用料金、自主事業

の利用還元の３項目は全て最低点の加点10点ずつでした。これについての御説明もお願いい

たします。 

○名取委員長 村田みどり公園課長。 

○村田みどり公園課長 まず、指定管理料の6,110万9,000円でございますけれども、こちらは

区から募集要項を提示する際に指定管理料の上限額として税込みで示している金額になって

ございます。こちらの設定につきましては、過去の実績ですとか、見積りをとったりして、

区のほうで設定しているものになります。 

 その増えた内容につきましては、先ほど申し上げましたとおり、業務要求水準が変更にな

ったという点を踏まえた変更。あとは、物価の高騰ですとか、そういったことも反映されな

がら増えているというふうに認識してございます。 
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 それから、指定管理料の評価点が350点満点のところ30点というところにつきましては、

そこは先ほど豪一委員からもございました指定管理料の評価点も、金額に応じて点数が増え

るというもの、確かに複数社あれば、そこの評価も加えた形での競争になろうかと思います。

今回、350点に対して30点というところが低いかどうかというところにつきましては、区が

求めている水準、これ以上の額、これ以下の額でやる、そこに関しては満たしているという

ふうな認識でございまして、あとは事業者さんの考え方、それはいろいろあるかと思います

けれども、金額はそんなに安くないけれども、区民へのサービス水準を高めて事業を行って

いく考えですとか、あるいは、サービスは程々で、金額を安くやるといった考え、様々事業

者さんの考えがあるかと思います。そういった中で、今回、点数が低いというところ、比較

ができないので、高い、低いはなかなか言えないところがございますけれども、30点という

のも、ひとつ事業者さんの考えとして、そういう点数でもこういう提案をしたいということ

で受けたという認識でございます。 

○名取委員長 小林副委員長。 

○小林副委員長 ありがとうございます。最後に、私も肥後細川庭園の指定管理についてとて

も気になっているところです。本会議でも質問させていただいているんですけれども、次年

度以降の管理方法について、現在検討しているというふうにおっしゃられていたんですけれ

ども、管理方法についての検討ということは、直営も視野に入れているということかなと思

ったんですけれども、先ほどの御答弁の中で、指定管理に期待するところが大きいというお

答えもありましたが、３度目の募集をどのようにかけるのかというか、かけていくつもりな

のかということと、応募が来る見込みはあるのかということと、今後、決まった場合に、引

継ぎ期間３か月間とか全然取れないんじゃないかということが懸念されるんですけれども、

どうするのかお伺いいたします。 

○名取委員長 村田みどり公園課長。 

○村田みどり公園課長 肥後細川庭園の管理、今後、次年度以降どうしていくかということに

つきましては、先ほどの御答弁もありますとおり、まだ現状、検討中でございます。指定管

理でやるのか、直営でやるのか、それ以外の方法があるかというあたりも含めて検討中とい

うことでございます。 

○名取委員長 よろしいですか。 

 それでは、各会派の態度表明をお願いいたします。 

 根っこの会さん。 
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○ほかり委員 文京根っこの会、議案第40号、賛成いたします。入札が１社しかなかったとか、

ちょっと心配なところはあるんですけれども、この太陽スポーツ施設株式会社さんも、皆さ

ん心配されていた樹木の管理とか芝生の管理に関してもノウハウのあるしっかりした会社と

いうことなので、心配ないと思いますので、賛成いたします。 

○名取委員長 都ファさん。 

○依田委員 文京区議会都民ファーストの会は、議案第40号に賛成いたします。 

○名取委員長 公明党さん。 

○宮本委員 先ほどの質疑の中で、審査の中で基準点をしっかり超えていること、また、この

２つの事業者さんについては、自主事業の取組や芝生や樹木の管理についてもしっかり実績

のある事業者さんであるということが確認できましたので、公明党といたしまして、議案第

40号に賛成いたします。 

○名取委員長 ＡＧＯＲＡさん。 

○品田委員 議案第40号、賛成をいたします。樹木の管理や芝生の管理等、いろいろ難しい点

もあるというふうに思いますが、今回の太陽スポーツ施設株式会社さん、それなりのノウハ

ウとか、いろいろお持ちということですので、期待をして賛成をいたします。 

 この目白台運動公園の取得に当たっては、結構大変だったんですよね。お隣の田中邸から

大変指摘がありまして、文京区でとにかく公園化してほしいということで、この取得につい

ては非常に苦労して取得をいたしました。また、地域の皆さんの声も、ここを公園化してほ

しい、そして、災害があったときには、ここをまた災害の拠点として活用するという条件の

下に、いろいろ国や都の補助もいただきながらここを取得したという経緯があります。それ

から、これは蛇足ですけど、私は子どもの頃、国の土地のときには地域の子どもたちが遊べ

るようにしっかりと開放していただいて、あそこには実はプールがあって、水の冷たいプー

ルだったというのは本当に思い出で、同窓会があったときも必ず話題に出る楽しい公園でし

た。ここが公園になって本当によかったなというふうに思っていますので、いろいろ管理の

点で難しいところもあるというふうに思いますが、この新しい目白台運動公園共創パートナ

ーズさんに期待をしていますので、どうぞ区も応援して、また不足の点がありましたら、し

っかりと指導していただくようにお願いいたします。 

○名取委員長 自民党さん。 

○豪一委員 自由民主党、議案第40号、賛成いたします。５年間、しっかりと自由民主党は見

守って、新たな指定管理者に期待したいと思います。 
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○名取委員長 日本共産党さん。 

○小林副委員長 日本共産党は、目白台運動公園の指定管理につきまして、指定管理では貴重

な緑が失われ、公園が壊されてしまうということから、現在の指定管理者では駄目だという

ことで、区の直営に戻すようこれまで強く求めてまいりました。区が自ら補修や改修などを

行っている現状を鑑みても、指定管理者が変われば改善できるとは考えられないため、議案

第40号、共産党は反対させていただきます。 

○名取委員長 それでは、審査結果を報告いたします。 

 議案第40号につきましては、賛成５、反対１。よって原案を可決すべきものと決定いたし

ます。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○名取委員長 続きまして、付託請願審査２件に入ります。 

 請願受理第25号、文京区としての「まちづくり」の定義と理念を明確にし、緑豊かで閑静

な住環境を守る「文の京」まちづくり基本条例（仮称）の検討を求める請願であります。 

 請願文書表のデータ、７ページを御覧ください。 

……………………………………………………………………………………………………………… 

・受理年月日及び番号   令和５年11月１日   第25号 

・件   名   文京区としての「まちづくり」の定義と理念を明確にし、緑豊かで閑静な  

         住環境を守る「文の京」まちづくり基本条例（仮称）の検討を求める請願 

・請 願 者   文京区千石四丁目35番16号 

        みんなでみんなのまちづくり 

        代表 屋和田  珠 里 

・紹介議員    千 田  恵美子 

・請願の要旨   次頁のとおり 

・付託委員会   建設委員会 

・請願理由 

 文京区には「文の京」総合戦略や「文京区まちづくり推進要綱」など、「まちづくり」に

関連した戦略・条例・要綱等はあるものの、区固有の「まちづくり」の定義や理念は明確に

打ち出しておらず、他の自治体にあるような総合的な「まちづくり基本条例」がありません。 

 今、文京区に必要なのは区民のまちづくりに対する熱意や意欲をしっかり受け止め、支え、

協働で実現につなげるための行政上のステップをきめ細かく丁寧に整えることであり、「文
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の京」まちづくり基本条例（仮称）はそうした区民をサポートする役割を担います。 

 （注１） 

 区民のまちづくりに対する熱意や意欲をしっかり受け止め、それらを支えるステップをき

め細かく整えることを通じて建築紛争を減らす効果も見込むものです。 

 全国市区町村の既存の「まちづくり基本条例」や関連条例・要綱等を詳細に調べ、まちづ

くりの「理念」や「定義」「将来都市像」の描き方を含め、「文の京」にふさわしい条例を

つくることが区民の最善の利益に適うと考えます。 

 「協働・協治」の理念に則り専門家や区民による検討を十分に行い、まちづくりに参画す

る主体としての区民の位置づけを明確にした上で、区民と開発事業者との関係を調整する区

の役割も明記することを通じて文京区の総合的なまちづくりに資する基本条例の制定を検討

するよう区に働きかけて頂きたく、貴議会に下記のとおり請願いたします。 

 （注１）例えば文京区民が世田谷区の「成城憲章」のような地域のまちづくりの基本理念 

     を共有する〝憲章〟を作ろうと思っても、現在の「文の京」総合戦略や区の要綱 

     等において、その動きを支えるような制度も仕組みもありません。 

・請願事項 

１ 文京区としての「まちづくり」の定義と基本理念を定めた上で、「マスタープラン」や 

 「総合戦略」の見直しと併せ、安全・安心な住環境や子育て・教育環境、防災・減災機能 

 の強化の方向性も盛り込みつつ、令和の新時代に相応しい「文の京」まちづくり基本条例 

 （仮称）を検討してください。 

……………………………………………………………………………………………………………… 

○名取委員長 この請願は、マスタープランや総合戦略の見直しと併せ、安全・安心な住環境

や子育て・教育環境、防災・減災機能の強化の方向性も盛り込みつつ、令和の新時代にふさ

わしい「文の京」まちづくり基本条例（仮称）を検討するよう区に働きかけを求めるもので

す。 

 それでは、御質疑をお願いいたします。 

 豪一委員。 

○豪一委員 全く同じではないけど、同じような請願が、かれこれ８年弱ですかね、出ていま

すよね。いつも同じことを言っているんですけど、この請願者は成城憲章を度々持ち出しま

すけど、私の中で成城憲章というのは地区計画みたいなもので、地域の住民が自ら地域のた

めに、そういう条例ないし協定みたいものをつくって広く認められていると。それを世田谷
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区はしっかりとサポートしているという感じだと思うんだけれども、これはいつも言ってい

ます、請願者からの意見書に、私が地区計画を持ち出したことを言っているのか、地区計画

というのは難しいものだというふうにおっしゃっていましたけど、地区計画をつくるぐらい

の気概があったからこそ成城憲章というのはできたんじゃないかなと私は考えているんです

よ。実際に成城憲章だとか地区計画をつくるようなときは、この請願者は文京区にはその動

きを支えるような制度も仕組みもないというふうに書いてあるんだけれども、私は違って、

あっせん制度や、行政なんかが地区計画をつくりたいと思うと、学術の方を派遣してくれた

り、お手伝いしてくれたりするような組織があると思っているんだけれども、この請願者が

言うそういう制度や仕組みがないというのはそのとおりなのかどうか、まず質問したいと思

います。 

○名取委員長 前田地域整備課長。 

○前田地域整備課長 地区計画等を目指す形で住民の方などから御相談を受けた場合には、

我々としては、ここの請願でも少し出ていますまちづくりの推進要綱というものに基づきま

して、今、委員にも言っていただいたように、コンサルタントの派遣とか、協議会の支援と

いうような形でサポートするような形で進めているところでございます。 

○名取委員長 豪一委員。 

○豪一委員 どれぐらいの地域がまとまったら、意見がまとまったら、コンサルタントを派遣

したりするような基準に達するというふうにお考えなのか。そういうのをある程度明確にす

ると、請願者にも分かりやすくて、請願者の地域の場所でつくりたいんだったら、どれぐら

いの地域の人を巻き込んだらちゃんとできるんだというのが分かってくるのかなと。 

 私も実は地元が根津ですから、根津神社を中心としたまちづくりというのを一生懸命つく

りたいなと。神社の参道を活性化して、無電柱化して、帝釈天のようにしたり、伊勢神宮の

裏参道みたいにしたらすごいだろうなと思いながら、コロナ禍に見舞われたりして間が途切

れたりして、なかなか地域住民のコンセンサスをとって地区計画にしようと思ってもなかな

かできないから、まだ行政にもコンサルタントを派遣してもらって具体的に地区計画をこう

しますというところまでいかないんだけど、でも、それはやっぱり地域の住民の熱意であっ

て、それは旗振る人間の責任だと思うんですよ。時間をかけてもそういうふうにしようと思

っているんだけれども、大体目安として、コンサルタントを派遣するのにどれぐらいのコン

センサスが地域で得られたりまとまったら、では、文京区も一緒に動きましょうという感じ

になるのか教えてください。 
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○名取委員長 前田地域整備課長。 

○前田地域整備課長 個々の状況によって多少違ってくるかもしれないんですが、基本的にま

ちづくり協議会を認定するという手続が１つございまして、その中では一定のルールはお示

ししております。当然、区民の方々によって構成されていることとか、その団体が６か月以

上まちづくり活動を行っていることなど、その辺を少しヒアリングさせていただきながら、

実際には我々担当者も含めて地域のほうに入って判断していくことになるのかなというふう

には思っております。 

○名取委員長 豪一委員。 

○豪一委員 今、前田課長の話を聞いていると、そんなに難しいことじゃなくて、それでも私

なんかも注意を払わないといけないのは、１人でも多くの人たちの承諾を得て、認知を得て、

認められて、その地域のまちづくりができるから、この人の意見を聞かなかった、この人の

意見を聞かなかったというわけにいかないじゃないですか。だから時間がかかるし、繊細な

わけですよ。そこをすっ飛ばして、行政が主導してまちづくりなんかしてしまったり、基本

の理念なんて決めて、理念なんていうのは原形ですから、それを決めちゃっていいのかと私

は思うんですよ。それこそ、しっかりと地域の人たちが自分たちの手で地域のことは決めて

いかないといけない。それを行政は支えていく立場であると思うんですよ。 

 そういう意味では、今、前田課長が言ったものというのは敷居がそれほど高くない、しっ

かりと旗を振って地域で人をしっかりと巻き込んで、ある程度の認知を得て、周知してやれ

ば、その土俵には乗っかるということですよね。 

 一方、今回、都市マスタープランの改定で、今、建設委員会でも途中途中、計画の報告を

聞いていて、大分出来上がってきましたよね。物すごく地域地域で目指す方向がしっかりと

示されていて、分かりやすくて、本当にこれがすぐ現実になれば、そこを現実にしていくの

はまた時間がかかると思うけど、いいものができていると思うんですよ。それは都市マスタ

ープランをつくる協議会でいろいろな学識の方や区民の公募の方とか、たくさんの人たちの

意見を聞いて、行政の積み上げてきた歴史、積み重なって今のああいうものができている。

全体的なプランに関しては、都市マスタープランがあれば十分だと思うんですよ。————

—————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————

———————————————————————————————（削除部分）以上です。 
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○名取委員長 答弁はよろしいですね。 

（「要らないです」と言う人あり） 

○名取委員長 ほかには。 

 では、小林副委員長。 

○小林副委員長 豪一委員の御意見で、途中まで私も一緒なところもすごく多いんですけど、

ちょっと違ったりもするので、私のほうからも、そういう意見も踏まえて質問をさせていた

だきたいと思います。 

 今回、都市マスタープランの見直しが行われておりまして、関心のある地域の皆さんから

説明を求められることが、この間、何度かありました。集会に呼ばれたりして意見交換した

際に、10年後の文京区をどうしたいと考えるのはハードルが高いけれど、自分の住んでいる

町がこうなるといいなというような意見は言いたいという声を複数いただきました。だった

ら都市マスタープランに、自分の住んでいる地域がどういう将来像として描かれているのか

をチェックして、その部分に対して意見を言えばいいのではないかなどとお伝えしてきたん

ですけれども、まちづくりについて話し合う小さな地区単位のまちづくり協議会があちこち

にできるといいねというような御意見もありまして、私は、それはなるほどなと思いました。 

 この請願者の方もおっしゃっていますけれども、地区計画は、私もハードルが高いと思っ

ております。豪一委員のような熱意のある人がいないとなかなかできないことですし、期間

もかかりますし、やっぱり住民皆さんの参加があって合意形成していくというのは、それ相

応に利害関係も関わってくることなので、とても大変だと思います。 

 それで地区計画に戻るんですけれども、以前、保全については地区計画でもできるという

ふうに御答弁をいただいているんですけれども、例えば、新たに出てきた計画の見直しや変

更については対象外ではないかということをまず聞きたいです。武蔵野市では、まちづくり

条例を定めて、マスタープランの見直しや変更を公正に市民参加で行えるようにしたことは

大きな成果であったというふうに、ちょっと古いんですけれども、2009年のニッセイ基礎研

究所の論文で報告されておりました。 

 また、依田委員の本会議の質問で紹介されていた府中市のディベロッパーが一定規模の土

地を取得する場合、その３か月前までにどのような開発をしようとしているのか構想を公表

し、それに対して住民が要望を出せる制度は、府中市地域まちづくり条例で保障されており

ます。計画が変更できる時期に情報公開されて、市民が意見を言うチャンスがあるというこ

とはとても大事なことだと思います。 
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 請願者からの区議会への御意見でも述べられているところなんですけれども、まちづくり

基本条例に対しての思いに、区とその請願者との思いにすごく隔たりがあるように私も感じ

ておりまして、地区単位でまちづくりについて対話できる場所の保障や、さらに合意形成が

された場合には協働で行っていくということを後押ししてくれるまちづくり基本条例が欲し

いという思いに対して、条例ができると何か不都合が起きるのであれば、それは私としても

知っておきたいので、具体的に教えてください。 

 ２点お願いします。 

○名取委員長 前田地域整備課長。 

○前田地域整備課長 答弁申し上げます。まず、地区計画のあたりのお話なんですが、今、保

全だけしかできないんじゃないかという御指摘もあったかと思うので、少し御説明させてい

ただきたいのは、地区計画というのは、ある一定の地域の中で、まず、どんなまちにするべ

きかというのをまず議論していただいて、それを実現するために都市計画であるとかそうい

った制度を使うのであれば、どういったルールを決めるかというのを議論して、先ほどから

流れのあるように、地域の方で合意を形成して決めていくものなのかというふうに私どもは

思っておりますので、そういった意味で、まちづくり協議会等の支援というのもこういう要

綱等を定めてやっていきたいというふうに考えているところでございます。 

 一方で、何というんですかね、もう少し個別の建物計画ということと地区計画というのは、

実は全然関係ないわけではないかもしれませんが、地区計画というのはもうちょっと全体的

にこういうまちにしたいとかというのを制度として決めていくということで、我々としては

進めたいというふうに考えているところでございます。 

○名取委員長 小林副委員長。 

○小林副委員長 そうしましたら、武蔵野市で行っているようなマスタープランの見直しや変

更というのは、地区計画の中で話し合えることというふうに考えていいんですか。 

○名取委員長 佐久間都市計画課長。 

○佐久間都市計画課長 都市マスタープランの策定、見直しと地区計画というのは少し別のも

のかなというふうに思ってございます。区としては、都市マスタープランの見直しにおいて

も、地区計画を含めたまちづくりについても、区民の参画を求めながらやっていくという趣

旨で、都市マスタープランにおいては、区民の参加した協議会での議論、また、都市計画審

議会でも御報告していますし、あと動画を作成したりですとか、あとはパブリックコメント

を行ったり、説明会を開催したりと、様々な観点で区民参画を図っているところでございま
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す。ですから、都市マスタープランについても、区民の皆さんから意見を聞く機会というの

を設けてございますし、また、地区計画についても、最終的には地区計画という規制をかけ

たりとか様々なルールを法的にかけていくことになるんだと思いますが、最初の段階であれ

ば、その都市マスタープランのほうにも書いていますが、区民が主体となるまちづくりの推

進のイメージという中で、最初は個別の御相談から職員の派遣、またコンサルタントの派遣、

また補助金の交付とか、様々メニューがございますから、１つ１つ区のほうにお問合せいた

だければ、それに応じた対応をしていくということになるかと思います。 

○名取委員長 澤井都市計画部長。 

○澤井都市計画部長 小林副委員長の御質問の中で１つ、地域ごとの協議会の枠組みがあらか

じめあると進めやすいのではないかというような御趣旨の御意見、あらかじめ地域に協議会

というものが設置されていればというような御質問があったかと思うんですが、なかなか、

どこでどういった形で皆さんのまちづくりの機運が上がってくるかというのは地域ごとであ

って、その地域というのが、こちらのお仕着せでこの地域を決めるというものではないかと

は思います。ただ、先ほどから申し上げているとおり、そういった地域の方の熱意ですとか、

こういったものをやっていきたいというお気持ちがあって御相談があれば、こういった地域

の中で協議会をつくりたいということについては、先ほどから申し上げているとおり、協議

会の認定を行ったり、運営の支援ということに取り組んでいるというふうに御理解いただき

たいと思っております。 

○名取委員長 小林副委員長。 

○小林副委員長 もちろん、区がまちづくり協議会を地区地区で設定するということではなく

て、そういう機運が高まって、つくりたいという人たちが集まって、そういう対話ができた

らいいなというふうに思っておりまして、マスタープランの見直しとかも、もちろんパブリ

ックコメントなども求められているんですけれども、やっぱり指摘して、それが採用される

か採用されないかというようなことで、対話とか合意形成というような場所ではないと思う

ので、やっぱりあるといいなというふうに思うので、もしこの請願が通らないとしても、地

区計画のハードルはちょっと下げてもらいたいなというふうに感じております。 

 もう一つ、請願者から区議会への御意見の中で、平成30年12月3日、請願受理第20号のま

ちづくり推進要綱等の見直しと区民主体のまちづくり支援策の充実を求める請願が採択され

た際に、第３項について、制度上の課題が生じた際にはという条件を、請願者に断りなく勝

手に付け加えたということが指摘されておりました。課題が生じなかったらやらないという
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意味を勝手に付け加えるのは、請願者の意図をゆがめるものだなというふうに感じたんです

けれども、経緯を御説明お願いいたします。 

○名取委員長 前田地域整備課長。 

○前田地域整備課長 御指摘のところにつきましてですが、一旦、請願として採択されたもの

についての都市計画部での回答の部分かと思います。その時点で必要な見直しをするべきだ

というような、区政を取り巻く住環境の変化とか経済・社会構造の変化、それから、まちづ

くりを合理的、効果的、迅速に進めるための施策について、そういった視点からこの要綱を

見直してくださいという請願だったと思うんですけれども、それに対して、我々としては現

在に至るまで含めてでございますが、これまで議論の中で御説明したように、まちづくり推

進要綱とそれに関連する助成金とかコンサルタント派遣要綱については、十分機能している

のかなと。今後、地域ごとのまちづくりというのを個々に進めていく中で、確かに制度上問

題があったり、時代の変化等に対応していないということがもしあったとしたら、それに対

しては柔軟に対応していきたいということで、この請願について御回答したということでご

ざいまして、請願者の御意図を勝手に変更したというふうには認識していないところでござ

います。 

○名取委員長 佐久間都市計画課長。 

○佐久間都市計画課長 都市マスタープランの意見、合意形成のお話がございましたが、そち

らについては、今回の説明会は、例えばそのパネルを展示した上で必要に応じて個別に御説

明するとか、御理解いただくための努力を様々しているところでございます。 

 それから、地区計画のハードルを下げるというお話がございましたけれども、地区計画に

つきましては、その地域の中で法的な規制といいますか、ルールを定めてそれを守っていた

だくということになりますから、ハードルということではなくて、その合意を形成していく

ために時間がやはりかかったりもしますし、内容によってはその合意形成自体ができないと

いうこともあるかと思いますので、そういった点で、やはりルールを決めるということは、

それなりに時間がかかったりするものだというふうに認識をしてございます。 

○名取委員長 よろしいですか。 

 それでは、各会派の態度表明をお願いいたします。 

 自民党さん。 

○豪一委員 自由民主党、請願第25号、不採択といたします。 

○名取委員長 ＡＧＯＲＡさん。 
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○品田委員 会派でよく議論をいたしました。この件名の中の２行目のところに、緑豊かで閑

静な住環境を守る「文の京」まちづくり基本条例（仮称）の検討というふうに入っているん

ですけれども、この閑静というのは、いわゆる物静かで落ち着いたまちということだという

ふうに思うんですけど、住宅地についてはそれでいいかもしれませんけれども、文京区内、

また、にぎやかに、商業地とかいろいろな地域地域によってその役割というのがあって、ま

た、区民から求められるまちがあるというふうに思っています。区内全部を静かなまちにす

るというのはちょっといかがなものかなというか、難しいのではないかなというふうに思い

ます。 

 豪一委員のほうからもお話がありましたように、私も住んでいる人たちの思いをボトムア

ップした、そういった機運が盛り上がったときにこういった条例をつくるべきだというふう

に思いますので、不採択とさせていただきます。 

○名取委員長 公明党さん。 

○宮本委員 前回と同様の趣旨の請願かと思います。請願者の御意見にあります、まちづくり

に関する定義や基本理念にとっては、総合戦略などで明記されてありますし、また、都市マ

スタープランでは、まちづくりのガイドラインとして様々な角度から方向性が示されていま

す。また、それに基づいて個別計画も立てられて施策が実施されていると理解しています。

また、今回、請願の中には、安全・安心な住環境や子育て・教育環境、防災・減災機能の強

化についても明記がございましたが、これらについても総合戦略で課題を明確にしながら具

体的な施策を展開していると理解しております。そうしたことから、改めて「文の京」まち

づくり基本条例を検討する必要はないかと思いますので、公明党は請願第25号については不

採択といたします。 

○名取委員長 都ファさん。 

○依田委員 こちらの請願、皆さんおっしゃっているように、ずっと長らく出されているもの

かと思っております。私も先日、本会議場でも述べさせていただいたとおり、文京区におい

て建築紛争をなくしたいという気持ちは共通しておりますけれども、このように理念的な条

例を定めることによって様々な問題を解決していこうという方針は、ちょっとそぐわないの

ではないかなと思っております。したがって、文京区議会都民ファーストの会は、この請願

第25号を不採択とさせていただきます。 

○名取委員長 根っこの会さん。 

○ほかり委員 文京根っこの会、請願第25号、不採択でお願いいたします。理由は、皆さんお



令和５年１１月２２日 建設委員会（速報版） 

 

－３２－ 

っしゃっていた御意見とおおむね同様です。 

○名取委員長 日本共産党さん。 

○小林副委員長 請願第25号につきまして、共産党は採択いたします。現状の地区計画づくり

のハードル、やっぱり計画を立ててしまうということは難しいということはよく分かってお

りますので、地区計画づくりへ行くまでのハードルを下げることと、再開発とかいう大きな

テーマではなくても、地区単位でまちづくりの対話ができる協議会の発足を支援することは、

ぜひ進めていただきたいなというふうに要望いたします。 

○名取委員長 それでは、請願受理第25号の審査結果について申し上げます。 

 採択１、不採択５。よって、不採択とすべきものと決定をいたします。 

 それでは、続きまして請願受理第26号、建築基準法42条２項道路等に対する禁煙掲示の路

面印刷費用の全額補助に関する請願であります。 

 請願文書表（紹介議員追加）のデータを御覧ください。 

……………………………………………………………………………………………………………… 

・受理年月日及び番号   令和５年11月１日   第26号 

・件   名   建築基準法42条２項道路等に対する禁煙掲示の路面印刷費用の全額補助に 

         関する請願 

・請 願 者   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・紹介議員    たかはま  なおき ・ 金 子  てるよし 

・請願の要旨   次頁のとおり 

・付託委員会   建設委員会 

・請願理由 

 文京区では、「文京区公共の場所における喫煙等の禁止に関する条例」を定め、令和２年

７月１日から、文京区内全域の屋外の公共の場所での喫煙を禁止としています。しかし、本

条例では、公共の場所を、「国又は地方公共団体が所有し、占有し、又は管理する区内の道

路、公園、児童遊園、遊び場その他の公共の用に供する場所（屋外に限る。）」と定義して

おり、建築基準法42条２項道路（一般的に「私道」と呼ばれる道路）等は条例の対象外です。 

 そのため、駅に通じる人通りの多い道に接続する私道部分等では、通勤時間帯等を中心に、

私道部分でたばこを吸っておられる区民等が恒常的に存在する現実があります。 

 これらの区民等への対応として、喫煙マナーの向上を謳う路面シート、看板またはプレー

ト等の啓発物による注意喚起を文京区では行っており、掲示への協力を希望する区民等に、
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環境政策課窓口や各地域活動センターでこれらの啓発物を配布しています。しかし、掲示は

私有地内に限定されていて電柱や道路標識等の公共物には掲示できないこと、及び、都道や

区道にある啓発物と比べて小さく掲示されている箇所が少ないこと等の理由から、啓発効果

が薄く、残念ながら効果は限定的なようです。 

 加えて、掲示者に対する一部の悪質な喫煙者による嫌がらせ（啓発物、若しくは啓発物を

掲示する壁等への意図的な破損・汚損、掲示している私有地内への吸い殻の投げ込み等）等

が強く懸念されることから、啓発物の掲示を躊躇する区民らも多く、近所や町会内で啓発物

の掲示に対する足並みが揃いにくいといった問題点もあります。例えば、本年10月の事例で

すが、環境政策課のご指導の下、ステッカー型の啓発物を店頭に掲示してくださった店舗が

根津駅前にございました。しかし、１週間もしないうちに撤去されました。啓発物に対する

破損行為等が残念ながらあったようで、みかねた店員の方がお店の外観等の観点からやむな

く撤去されたそうです。また、当該店舗の前の緑色のガードレールには、括りつける形の啓

発物が予てより２つありました。しかし、その一方が同時期に破損されたようで、現在は括

りつけるための樹脂製のバンドのみが残っている状態となっています。 

 以上のような問題点や受動喫煙防止策を強化する今般の社会的な流れ（例：東海道・山

陽・九州新幹線の喫煙室が来春から全廃される）等を踏まえ、「文京区公共の場所における

喫煙等の禁止に関する条例」の一層の浸透、及び、遵守を促す観点から、より啓発効果が高

く、高耐久で破損・汚損にも強く、掲示希望者が特定されにくい、道路面に印刷する方式の

啓発表示の一層の区内での普及を図ることを企図して、文京区議会に対して下記の事項を請

願いたします。 

・請願事項 

１ 現在は国又は地方公共団体が所有する道路に対してのみ行われている、路上喫煙等を禁 

 じる啓発文言等の道路面への印刷対象を、建築基準法42条２項道路等にも拡充するように 

 区に、はたらきかけること。ただし、印刷対象となる土地（複数の筆にまたがって印刷す 

 る場合は全ての筆）の所有権者の全員が同意する場合に限る。 

２ それらの印刷工事を文京区にて行う、もしくは費用全額を文京区が助成するものとし、   

 道路の所有権者が費用負担をすることがないように配慮するよう、区にはたらきかけるこ 

 と（細街路拡幅整備事業の助成金及び奨励金等と同様の扱い）。 

……………………………………………………………………………………………………………… 

○名取委員長 この請願は、路上喫煙等を禁止する啓発文言等の道路面への印刷対象を、建築
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基準法42条２項道路等にも拡充すること、また、それらの印刷工事を区で行い、もしくは費

用全額を助成することについて区に働きかけを求めるものです。 

 それでは、御質疑のある方はどうぞ。 

 品田委員。 

○品田委員 請願者より以前に御相談があって、最初は陳情という形だったというふうに思い

ます。それでなかなか改善されないので、今回、請願だというふうに伺っています。 

 御相談を受けたときに、うちの会派みんなで環境政策課のほうに伺って、たばこを吸って、

家の前でたばこの吸い殻を落としていったり、なかなか改善されないので、警察や区のほう

のパトロールを強化していただくようなお願いもしたんですけれども、その後、どういう状

況になっているか教えてください。 

○名取委員長 橋本環境政策課長。 

○橋本環境政策課長 今、品田委員がおっしゃられた場所についてであれば、この請願の中か

らはちょっと分かりませんけど、品田委員のおっしゃられる以前、御相談のあった場所につ

いてのお話ですと、昨年度最初に別の議員の方から御相談があったときには、パトロール、

巡視を１か月続けたという記録がございます。その後、さきに御相談があったときに、再度、

巡視をしたところ、やはり１年前は喫煙者はいなかったんですが、今回は数人確認できたと

ころでございます。今月でございます。 

○名取委員長 宮本委員。 

○宮本委員 ありがとうございます。まず、基本的なところなんですけれども、確認させてく

ださい。区道は、現在、路面シートというものを活用して設置をしていると思いますが、ど

ういうふうに設置しているのか。何枚ぐらいとか、どういった位置に、そういった現在の取

組の状況。それから、これは維持管理も必要なものなのか。そして、私道に設置することに

どういった課題があるのか。この辺をお伺いしたいと思います。 

○名取委員長 橋本環境政策課長。 

○橋本環境政策課長 初めに、設置についてでございますが、これは我々、路面標示シートと

呼んでございますが、区内の公道、国道、都道、区道の公道において、路上喫煙が禁止であ

ることを周知する目的で、特に人通りの多い道路の歩道ですとか、駅を出たところの歩道で

すとか、それに加えて、路上喫煙の苦情の多い場所などに、それぞれの道路管理者の占用許

可を得た上で設置をしておりまして、現在、全数で734か所に設置しているという状況でご

ざいます。 
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 そして、２番目の維持管理についての御質問でございますが、この路面標示シートは、路

面に貼ることのできる特殊な接着剤がついたシートをハンマーで叩いて圧着するというもの

です。一般に耐用年数が１年から３年程度と言われております。もし剥がれることがあれば、

歩行者がつまずいてけがをするというようなことは容易に想像できますので、区では、毎年、

劣化具合ですとか、視認性とか、そういったものを全数点検して、不具合のあるものを交換

するというような維持管理をしているところでございます。 

 ３番目に、私道に設置することにおいての課題、問題ということにつきましては、路面に

先ほど御説明したシートを設置するわけですので、まずは歩行者の安全確保というものが最

も大切でございます。公道に比べて路面状況がよくない私道というのが多いという傾向もご

ざいますし、そういった場合に剥がれやすくなったりとか、つまずきやすくなったりとか、

そういうことが考えられますので、そこの日常の安全確保というものが非常に困難ではない

かと考えます。また、万が一けがをされた場合には、私道の所有者が責任を負うことになっ

てしまいます。そういった課題がございまして、そのような安全性や責任の問題がある以上、

区で施工をしたりとか、助成をしたりということは困難であるというふうに考えてございま

す。 

○名取委員長 宮本委員。 

○宮本委員 分かりました。確かに、私も今回のこの請願の話を聞いて、気にかけて、どうい

うふうになっていたかなと思って、見て触ったりして、ところどころ一部剥がれそうなとこ

とか、割と固いんですね、あれ。だから、おっしゃるように、安全面はしっかりやらなきゃ

いけないんだなというふうに改めて理解いたしました。 

 一方で、喫煙対策といいますか、マナーの確保のためには、私道に対して近隣の方から何

か御相談、御要望があった場合はどういう対応をしていただいているのか。先ほど品田委員

から巡回パトロールの話を聞いたので、その点については理解しましたけれども、ほかにあ

れば教えてください。 

○名取委員長 橋本環境政策課長。 

○橋本環境政策課長 まず、私道などの私有地におきましては、公道のように規制をかけると

いうことができませんので、条例では喫煙による迷惑行為をしないよう配慮することという

ふうにしておりますので、まず、区がその私有地で喫煙による苦情や相談を受けた場合には、

先ほどのように、路上喫煙であれば喫煙マナー巡視員が巡回をしたりということ。そして原

因がお店であれば、そこの店主に直接お話しに行ったりとか、それで条例を理解していただ
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くというようなことを基本に行っているというところで、御質問のその他というところです

が、請願の理由にも記されてございますように、私有地内で掲示してもらうための喫煙禁止、

ポイ捨て禁止のプレートやステッカー、この啓発物を無償で配布しているというところ。ま

たもう一点は、地域の人たちでたばこのポイ捨てを拾ったり、または、そういった路上喫煙

禁止の啓発活動とか、そういったものを支援する喫煙マナーアップ活動という制度もござい

まして、そこでたばこを拾うものとか、ビブスですとか、あとは啓発のティッシュとか、そ

ういった様々なものを貸与、もしくは供与するというような制度でございますので、こうい

ったところが非常に有効かなと考えてございます。 

○名取委員長 宮本委員。 

○宮本委員 分かりました。ありがとうございます。様々な取組があるということでした。私

もこの請願者の方にお会いをさせていただいて、実際、今回のお困りの箇所について現地に

行って確認をさせていただきました。その地域の担当の田中香澄議員と一緒に現地に行って、

様々状況を確認させていただきましたが、私が見た限りでは、注意喚起のステッカーが１枚

貼ってあるということが分かりました。今、課長が答弁していただいたように、地域の近隣

の方々と協力していただく、同じようにお困りの状況だと思いますので、近隣の方々と協力

していただいて、先ほどおっしゃっていただいたようなマナーアップ活動などもしていける

のではないかなというふうに思いました。早速、田中議員から地域の町内会の役員の方にも

お話をして、協力を求めたところです。 

 分かりました。以上です。 

○名取委員長 それでは、依田委員。 

○依田委員 私も状況を改めて整理させていただければと思うんですけれども、現在、公道用

の地面に貼りつけてあるプレートに関しては、「条例により路上でタバコを吸ってはいけま

せん」というふうな文言になっているかと思います。一方で、区としては、私道用の掲示物

もつくっておりまして、これに関しては、「路上喫煙・ポイ捨て禁止」と、「文京区公共の

場所における喫煙等の禁止に関する条例」、「文京区」というふうには入っているというふ

うなものを見せていただきました。 

 先ほども課長がおっしゃっていたように、私道に関しては、直接条例に基づいて禁止とい

うことはできないわけなんですけれども、この条例の第４条の中に、「区民等は、公共の場

所以外の場所において喫煙をするときは、喫煙による迷惑行為を行うことのないよう配慮す

るとともに、たばこの吸い殻を灰皿に捨て、又は持ち帰るよう努めなければならない」とい
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う、恐らくここに基づいて私道用の「路上喫煙・ポイ捨て禁止」というサインボードをつく

っているんだと思いますが、取りあえず、まず、その２つの文言を分けているというところ

は、そういう理解でよろしいでしょうか。 

○名取委員長 橋本環境政策課長。 

○橋本環境政策課長 委員御指摘のとおりでございます。 

○名取委員長 依田委員。 

○依田委員 とすると、この請願者さんの希望に沿えるような地面のプレートを考えるとなる

と、私道で使っているような「路上喫煙・ポイ捨て禁止」というような文言を入れた地面用

ボードが新たに必要になってくるという。既存のものは流用できなくて、新しいものをつく

らないといけないという、そういう理解でよろしいでしょうか。 

○名取委員長 橋本環境政策課長。 

○橋本環境政策課長 そのとおりでございます。 

○名取委員長 依田委員。 

○依田委員 その上で、先ほどこの請願に関しては、区に印刷、工事、それから、道路面への

印刷というところを求めていらっしゃると思いますけれども、先ほどから管理を文京区が直

接やる場合には課題が多いというお話があって、それは一定理解いたしました。 

 一方、私道用の、これは地面用ではもちろんないんですけど、サイン、ステッカー等々に

関しては、その土地所有者さん等々にお配りをして、後の管理は任せて好きに貼ってもらう

というような仕組みになっているかと思うんですけれども、地面用の私道用のボードを新し

く作成したとして、それを私道の所有者さんに対して配って、その管理に関しては任せると

いうような方式をとった場合には、どのような問題が出てくるとお考えでしょうか。 

○名取委員長 橋本環境政策課長。 

○橋本環境政策課長 委員の御指摘の内容で、所有者に任せるというところの考えにおいても、

やはり個人の方ですので、安全管理に責任の取れる範囲にも限界があると思いますので、そ

ういったところに区が提供するということは控えたいと考えております。 

○名取委員長 依田委員。 

○依田委員 一定、お考えは分かりました。恐らく、今、お配りしているサインボード等は、

壁とかに貼りつけるものということなので、多分、そんなに安全性の問題は生じないという、

そういうお考えなんだろうかと思います。一方、地面にというと、公道、私道にかかわらず

問題が出てくるというふうにおっしゃりたいんだと思います。 



令和５年１１月２２日 建設委員会（速報版） 

 

－３８－ 

 多分、この現状の地面用のサインボードの設置に関しては、何というか、ハンマーで叩い

たりして圧着するような仕組みだとは思うんですけれども、一方、私、貼り替えている作業

も見たことがあるんですけれども、朝に駅頭とかにいると貼り替えている業者さんがいらっ

しゃるんですが、何かバーナーであぶったりして貼り替えたり、結構大がかりな作業が必要

なように見えたりするんですが、また、その耐久性に関しても、意外とそんなにもたないみ

たいなことも聞くんですけど、そこら辺はどうなんでしょうか。 

○名取委員長 橋本環境政策課長。 

○橋本環境政策課長 先ほど答弁申し上げた中でも、１年から３年というのが基本で言われて

おります。これはやはり人通りの多さ、あとは日光の当たり具合ですとか、あとはもともと

の路面の状況、そういったものに左右されますので、早いものは１年で貼り替えることもあ

れば、３年以上もつものも中にはあると、そういった状況でございます。 

○名取委員長 ほかり委員。 

○ほかり委員 この請願、請願者の方のおっしゃっていることはよく分かります。事前に関係

部署の方からお話も伺っているんですけれども、掲示物とちょっと話が変わるんですけれど

も、依田委員の一般質問でもあったんですが、喫煙所の整備なんですけど、今、文京区は指

定喫煙所が神田明神のところの、区の端っこの公園と、シビックセンターの１階と、２か所

なんですよね。多分、整備を進めていって立ち消えになっちゃっているところは区内で何か

所かあるとは思うんですけれども、例えば工事費を助成して私道に掲示をするというのもあ

りかとは思うんですけれども、やっぱり、そこでまた無用なトラブルを所有者の方と喫煙者

の方で生んでしまうおそれがあるので、一番いい方法としては、やっぱり喫煙所、たばこを

吸える場所を区が提供するというのが一番いい方法だと思うんですけれども、指定喫煙所に

ついて現状どうなっているのかと、今後の取組に関して教えてください。 

○名取委員長 橋本環境政策課長。 

○橋本環境政策課長 区の指定喫煙所は２か所でございますが、それとは別に、現在、区が助

成をして屋内喫煙所というものをつくっていただく制度がございまして、それを、今、進め

ているところでございます。今年度は、その設置助成も賃料まで含めるというところで強化

をして、現在、進めているところで、今はまだ話が進行中ですが、２件ほど進めている状況

です。今後もそういったものに力を入れて、１つでも多くの屋内喫煙所を設置していきたい

と考えてございます。 

○名取委員長 よろしいですか。 
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（「関連」と言う人あり） 

○名取委員長 豪一委員。 

○豪一委員 関連じゃなくてもいいですけど、終わったから。今の橋本課長が言った喫煙所の

話なんだけど、家賃助成に関してはエリア指定がされているじゃないですか。あれを見直し

てほしいんですよ。なぜかというと、確かに根津、千駄木というのは家賃助成をしてくれる

対象の地域から外れちゃっているんだけれども、理由はインフラの地下鉄の乗降客数とかい

ろいろあると思うんですよ、リサーチして。半分台東区だというのもあるかもしれないけど、

だけど、根津、千駄木というのは、年間100万人来る根津神社という場所があったり、日本

医大という病院があったりして、区外の人が多いんですよ。だから区のマナーを知らない人

が多いんですよ。だからね、どうしても路地で喫煙する方を今でも見るんですよ。特に根津

の駅前は私の会社があるので、うちの社員が朝と夜は掃き掃除をして、この間、この委員会

のために聞いたら、あっても１日に朝２本、夜２本ぐらいしかない。今は大体エチケットア

ッシュトレイがあるので、これに入れるからないんだけど、それでもあるんです。 

 ただ、この請願者の言わんとすることは、喫煙者が目につくと。私もたばこを吸わないけ

れど、文京区の喫煙所に関してはもうちょっとしっかりと整備しないといけないと。特に観

光的な要素が多いまちというのは、文京区のルールなんか知らない人が来るわけだから、私

が今言った対象地域からそういう観光が多いところは外れているというのは、ちょっと見直

さないといけないんじゃないかなと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。 

○名取委員長 橋本環境政策課長。 

○橋本環境政策課長 ただいまの御質問につきましては、今回の一般質問で依田委員のほうか

ら同様の御指摘を受けているところでございますが、区長答弁でもありましたように、今後

は、そういった様々な事情を勘案しながら、助成範囲の拡大ということも検討してまいりた

いと考えてございます。 

○名取委員長 豪一委員。 

○豪一委員 ありがとうございます。ぜひ、しっかりそういった目線でも検討してもらいたい

と思うのと、やっぱり民間の私有地の屋内喫煙所だけに頼るんじゃなくて、やはり2020年の

東京オリンピック・パラリンピック競技大会前に文京区は喫煙所をちょっと減らしてしまっ

たという政策が、さっきも言ったけど、僕はたばこ吸わないですよ。だけど、やっぱり吸う

人の権利とかも考えたら、文京区のほうで民間任せにせず喫煙所を、例えば礫川公園の喫煙

所を復活させるとか、まあ、それはいろいろあっても、役所の方でも喜ぶ人がいると思うか
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ら、民間だよりじゃなくて、区のほうでもしっかりと喫煙所をつくることを前向きに考える

べきだと思うので、意見として話をさせていただきます。 

 以上です。 

○名取委員長 それでは、小林副委員長。 

○小林副委員長 私のほうからの質問は、そもそもの条例の立てつけについての質問をまずし

たいんですけれども、文京区公共の場所における喫煙等の禁止に関する条例で、公共の場所

について、その他の公共の用に供する場所と定義しているにもかかわらず、公共の用に供し

ている建築基準法42条２項道路が条例の対象外になっている理由を教えてください。 

○名取委員長 橋本環境政策課長。 

○橋本環境政策課長 これはまさに公道ということで、いわゆる２項道路の私道の場合には、

やはり所有者は個人ということで除外しているというところでございます。 

○名取委員長 小林副委員長。 

○小林副委員長 その対象外にしているのは、文京区だけではなくて、ほかも全部というよう

な立てつけになっているんですか。 

○名取委員長 橋本環境政策課長。 

○橋本環境政策課長 申し訳ございません。同様の条例の他区の状況については、この場では

っきりとしたことは申し上げられません。 

○名取委員長 小林副委員長。 

○小林副委員長 ２項道路の路面に印刷することに関しても、文京区の喫煙等の禁止に関する

条例の実施に協力するという、公共の用に供することになるのではないかというふうに私は

考えまして、問題ないのではないかというふうに思うんです。 

 あと、請願者の訴えは、根津駅に通じる人通りの多い道に接続する私道部分のことだとい

うふうに伺っているんですけれども、私の住んでいる茗荷谷駅周辺についても、よく苦情を

耳にします。茗荷谷駅裏の裏路地や春日通りに出る線路の橋の上だったり、また、大学周辺

の私道でも路上喫煙とたばこのポイ捨てが多くて、大学の壁にはたくさん貼り紙がしてある

ので、隣接する公道では吸う姿はあまりないんですけれども、その先の住宅街の私道の辺り

で吸われることが多いのかなみたいなことが多いんですけれども、２項道路で希望がある人

には、こういう補助をぜひやっていただきたいと思いますので、公共の用に供しているとい

う意味でも、やってくださいということをお願いしたいと思います。 

○名取委員長 それでは、各会派の態度表明をお願いいたします。 
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 根っこの会さん。 

○ほかり委員 文京根っこの会、この請願第26号、すみません、継続とさせていただきたいと

思います。理由としては、先ほど申し上げましたが、区が助成をして掲示等を行っても、根

本的な喫煙者の方と土地の所有者の方のトラブルは減るかもしれない、もしかしたら増えて

しまうかもしれない。あと、要望があったところに費用を助成して設置したとしても、たば

こを吸う方は、多分、何も書いていないところを探してまた別の場所に行くだけで、いたち

ごっこになってしまうおそれがあるということと、あとは環境政策課さんからお話を聞きま

したけど、地面にプリントするタイプのものはメンテナンスに結構手間がかかるので、私道

に施した場合に、その所有者の方がメンテナンスできるかという問題等々がありますので、

請願者の方の喫煙者の方と土地の所有者のトラブルをなくしたいというお考えは重々分かり

ます。ただ、調整しなければいけない問題がたくさんあると思いますので、継続とさせてい

ただきます。 

○名取委員長 請願事項１項、２項とも。 

○ほかり委員 ともに継続でお願いします。 

○名取委員長 ともに継続。分かりました。 

 都ファさん。 

○依田委員 まず、先ほど質疑のところで言い忘れたんですけど、私も先日、本会議場の一般

質問で述べさせていただいたように、公道での喫煙が禁止されているがゆえにということで

もないんでしょうけれども、私道ですとか私有地での喫煙が非常に目立つというところに非

常に心を痛めております。その気持ちは請願者さんと共通するところでございます。 

 ただ、先ほどから質疑をさせていただいたんですけれども、どのような地面用のプレート

をつくればいいかというところは明確になったんですけれども、その施工であるとか管理で

あるというところをどのようにしていくかというところは、もうちょっと審議が必要かなと

いうふうに考えております。したがって、この請願第26号に関して、文京区議会都民ファー

ストの会は、継続の審議とさせていただければと思います。 

○名取委員長 １項、２項ともに。 

○依田委員 １項、２項ともにです。 

○名取委員長 公明党さん。 

○宮本委員 先ほどの質疑でいろいろと確認させていただきました。私道ということで、安全

面の維持管理も必要になるということから、路面シールの適用というのは難しいと思います。
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また、一方で、地域の皆様との協力で、マナーアップ活動になるんですかね、対応できるこ

ともあると思いますし、また、区からの巡回も派遣していただいているということで、公明

党は請願第26号、１項、２項とも不採択とさせていただきます。 

○名取委員長 ＡＧＯＲＡさん。 

○品田委員 なかなかたばこは難しいですね。吸いたい方の権利もあるというふうに思います

けれども、路上喫煙を禁止しているという文京区の姿勢は堅持をしていただきたいというふ

うに思います。ただ、この請願者の地元のところでは大変迷惑をしている、だからこそこう

いう請願が上がってきたというふうに思いますので、これはやっぱり何とかして解決をして

さしあげなくてはいけないというふうに思っています。 

 それで、１項目の42条２項道路については、希望があればやってあげてもいいんじゃない

かなと。つまり、解決するための方策として、そういう路面シート、簡易なものでも何でも

いいんですけれども、プレートやステッカーでもいいんですけれども、何か区としてしてさ

しあげられることはしてさしあげたほうが私はいいと思いますし、また、今、公明党さんか

らもお話がありました、地元の町会や地域の方の協力も必要だというふうに、たくさんの目

で見るということが必要だというふうに思いますので、地域の皆さんの協力を仰いでいただ

きたいということが１つ。 

 それから、今の人の目というお話ですが、パトロールがやっぱりいい。前に聞いたら、そ

ういうところがあって、パトロールをして解決をしたところがあるというふうに課長から伺

いましたので、きめ細かく解決するまでパトロールをしていただき、区や警察ですかね、た

くさんの目でここの地域を見ていただきたいと思います。 

 それから、今、豪一委員のほうからありました、根津は観光客も多いということで、区外

の方が多いということですので、喫煙所の確保も必要だというふうに思いますので、いろい

ろな方策をまずはとっていただくということがＡＧＯＲＡからの要望です。 

 １項、２項とも様子を見たいと思いますので、継続とさせていただきます。 

○名取委員長 自民党さん。 

○豪一委員 請願者の私情がこの文章に先に書いてありまして、掲示物に関して嫌がらせをす

るということだと、当然、路上のステッカーに関しても、嫌がらせをするんだったら、その

上に吸い殻を捨てたりするはずなんです。ですから、掲示物の効果に関しては、私はどうな

のかなというふうに考えました。 

 ただ、請願者の気持ちは十分分かるものの、やはり私道にステッカーなんかを貼るという
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ことは、私道ですから、結局、自分の所有地にもステッカーをかけるということになると、

先ほどどなたか委員が言っていましたけど、文京区のマークとは違うステッカーをまた作成

しないといけない手間があったり、そういうことも考えないといけないし、私有地に貼れる

ようになるということは、数に関してもどれぐらいの数になるか予測がつかなくなるので、

もうちょっとその辺は考えないといけない。逆に自民党としては、喫煙所の整備をしっかり

としていくということが大事だと思いますので、請願第26号の１項を不採択、そして１項が

不採択なので２項についても不採択とさせていただきます。 

○名取委員長 日本共産党さん。 

○小林副委員長 請願第26号に関しまして、私道、私道という言葉が飛び交っておりますけれ

ども、公共の用に供する２項道路に関しての請願ですので、文京区公共の場所における喫煙

等の禁止に関する条例の対象外にすることなく、希望する場合の路面への印刷も公共の場所

と同様に行うべきと考えて、採択いたします。 

○名取委員長 それでは、請願受理第26号の審査結果について御報告いたします。 

 請願事項１項、２項とも、採択１、不採択２、継続３。本請願につきましては、いずれも

過半数に達していないため継続とし、２月定例議会の本委員会で引き続き審査することとい

たしたいのですが、よろしいでしょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

○名取委員長 それでは、そのように決定をさせていただきます。 

 なお、先ほど請願受理第25号の審査において、豪一委員より、請願の内容ではなく、特定

の個人に関する発言がございました。委員長としては、請願審査に関係のない個人に関する

発言は個人の名誉を傷つける可能性がございますので、後ほど、速記を確認し、当該部分を

不穏当発言として取り消したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○名取委員長 それでは、理事者報告３件に入らさせていただきます。 

 それでは、理事者報告に入ります。 

 都市計画部１件です。初めに、報告事項１、文京区住宅白書（案）についての説明をお願

いいたします。 

 なお、時間によって途中で説明が止まる可能性がありますので、御了承ください。 

 吉本住環境課長。 

○吉本住環境課長 それでは、文京区住宅白書（案）について御報告させていただきます。資
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料第２号を御覧ください。 

 まず、概要ですが、住宅マスタープランの改定に向けた基礎資料として、住宅白書（案）

を作成したので、報告するものでございます。 

 検討経過については、表記のとおりでございます。 

 文京区住宅白書（案）ですが、５ページを御覧ください。目次になります。はじめにの後、

第１章から第５章までの構成となってございます。 

 第１章では、住環境をとりまく社会経済状況の変化ということで、社会経済状況の変化、

本区の取組について示してございます。 

 第２章では、住環境をとりまく基礎的な状況ということで、人口・世帯の動向、住宅スト

ックや、調査結果等を踏まえたマンション等の状況などの現状を示してございます。 

 第３章では、世帯類型別の住生活や地域との関係ということで、各世帯の居住状況や評価

結果を示してございます。 

 ここまでの第１章から第３章までの内容をまとめたものが、第４章となります。 

 第５章については、アンケート結果の詳細を示してございます。 

 次に、７ページを御覧ください。はじめにのところですけれども、上段５行目から７行目

にかけてですが、定住促進型の施策については一定の役割を果たし、住宅確保要配慮者向け

の居住支援施策については、福祉施策の一環として位置付け直したと示してございます。 

 また、中段の「これからは、」の段落の最後には、既存の住宅ストックを有効に活用し、

質の高い住宅を長く使うことが求められていますと示してございます。 

 次に、21ページを御覧ください。こちら図表２－１で文京区の人口を示してございます。

令和20年まで人口が増加し、その後、緩やかに減少すると推計されています。全体人口が増

加する中、年少人口、老年人口の割合も増加していることが分かります。 

 次に、27ページを御覧ください。世帯構成ですが、図表２－12のところで、文京区内の

57.9％が単身世帯となってございます。 

 次の28ページの図表２－13の左端の円グラフになりますけれども、そちらについて、単身

世帯の年齢構成については、34歳以下が40％、65歳以上が約20％となってございます。 

○名取委員長 では、ここまでで。 

 それでは、お昼の休憩にいたします。午後は１時から再開いたします。 

午後  ０時００分 休憩 

午後  ０時５９分 再開 
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○名取委員長 それでは、時間前ではございますが、建設委員会を再開いたしたいと思います。 

 それでは、説明の続きをお願いいたします。 

 吉本住環境課長。 

○吉本住環境課長 続きを御説明させていただきます。 

 33ページを御覧ください。下側の図表２－20になりますけれども、住宅ストックについて

は右側の一番下のところ、文京区内の居住世帯については、80％以上が共同住宅となってご

ざいます。 

 次に、41ページを御覧ください。図表２－36、下の段のところですけれども、一番右端の

ところですが、所有関係別で見ると、高齢者のための設備については、持家に比べ借家のほ

うが進んでいないことが分かります。 

 次に、49ページを御覧ください。下段の戸数規模のところですけれども、図表２－52から、

文京区内、30戸以下のマンションが44.7％を占めており、小規模のマンションが多いことが

分かります。 

 次に、56ページを御覧ください。図表２－62、円グラフの右端のものですけれども、こち

らについて、マンション管理組合について、総会は開催していますが、実出席率、委任状を

含めない出席割合ですけれども、そちらについては３割未満が50％を超えており、管理上の

問題点として挙げられている管理組合の役員等の成り手不足、管理組合活動に無関心な区分

所有者の増加の傾向が見られます。 

 次に、飛びまして118ページを御覧ください。住環境の満足度のところですが、図表３－

33から、交通、買物などの生活利便性や治安のよさ、まちや道路の清潔さなどの安全性の満

足度が高くなってございます。 

 次の119ページを御覧ください。こちらが地域コミュニティとの関係のところでございま

す。図表３－34のところで、地域別、所有関係別、世帯構成別の町会・自治会加入状況を示

してございます。これらの相互関係につきまして、ページが飛びますが、165ページを御覧

ください。こちらに、これらの相互関係につきまして、図表５－１－44に地域と所有関係の

クロスチェック、その下、図表５－１－45に世帯構成と所有関係のクロスチェックを示して

ございます。前の164ページに先ほどと同じグラフがございますが、一番上のほうの地域別

のところで見ますと、真ん中の辺り、山の手地域東部が加入率41.7％と最も低いんですが、

先ほどに戻っていただいて、図表５－１－44の左端、持ち家（戸建て）で見ますと、山の手

地域東部でも74.7％の加入率がございます。また、同様に、一番高い下町隣接地域の加入率
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が52.7％ございますけれども、先ほどのグラフに戻っていただきますと、民営借家につきま

しては、下町隣接地域でも4.2％の加入率しかないという状況になってございます。世帯構

成別でも同様の傾向が見られることから、町会・自治会の加入率は、所有関係が大きく影響

を与えているといえます。民営借家のコミュニティ意識のところが課題になると考えられて

ございます。 

 それでは、125ページにお戻りください。居住者についてですが、現状のまとめとして、

人口の増加傾向、世帯構成、住み替え意向等を踏まえ、これからの課題として各世帯がそれ

ぞれのライフスタイルやライフステージに応じて柔軟に住まい方を選択できる環境整備が必

要であると考えますと示してございます。 

 次に、128ページを御覧ください。住宅ストックについてですが、現状のまとめとして、

住宅総数は増加しており、量的には充足してございますとして、マンション化率が高いこと

から、住宅ストックにおけるマンションの重要性を示してございます。また、民営借家の住

宅性能への満足度の低さ、居住面積水準、区内のマンションの現状等を踏まえ、これからの

課題としては、持家、借家にかかわらず、省エネ化、バリアフリー化、耐震化等の性能向上

が求められています。今後、小規模マンションが高経年化していくのに伴い、区分所有者の

修繕費用負担等の増加が予想されます。また、管理組合役員の担い手不足や組合活動等に無

関心な区分所有者の増加傾向が見られることから、改善事例などの具体的な策の情報共有が

必要になってくると考えられますと示してございます。 

 次に、134ページを御覧ください。住環境についてですが、現状のまとめとして、戸建て、

マンションが共存する文京区の特徴、生活利便性や安全性の満足度、防犯・防災などへの区

民の意識、町会・自治会加入率を踏まえ、これからの課題としては、地域の中に存在する

様々なタイプの住宅が共存し続けるため、地域資源を生かしつつ、快適に安心して住み続け

られる住環境を形成し、育んでいく働きかけが必要であると考えますと示してございます。 

 恐れ入りますが、１ページにお戻りください。４番の今後のスケジュールですけれども、

本日、住宅白書（案）を報告させていただいておりますが、今後、住宅マスタープランの改

定に取りかかる予定でございます。来年度９月定例議会に素案を報告し、パブリックコメン

トを挟み、令和７年２月議会に案を報告する予定でございます。 

 報告は以上でございます。 

○名取委員長 ありがとうございました。 

 それでは、御質疑のある方はお願いいたします。 
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 豪一委員。 

○豪一委員 住宅白書、これだけのボリュームのものをしっかりとまとめていただいて御苦労

さまでした。大変勉強になります。 

 まず１つ、単純な質問からなんだけど、これは目次が何章何々となっていて、それを開く

のに、また、３－１とかそういう記号でページ数じゃないんですよ。今、課長の説明があっ

たから何ページと開きやすいんだけど、これ章ごとに見る場合、ページ数が書いてあったほ

うがすごく見やすいと思うんだけど、これは、実際に本で出来上がるときは、何か項目ごと

に色か何かで分けて、開きやすくなっているからこういう表現なんでしょうか。まず、その

単純な質問から、ごめんなさい、聞かせください。 

○名取委員長 吉本住環境課長。 

○吉本住環境課長 冊子の扱いにつきましては、白書のもともとの構成と、今回、電子データ

のことも含めて右下にページを振っているところは両方併記になっているので、今の御指摘

を踏まえながら、最終仕上げるところのページ数の表記については検討させていただきます。 

○名取委員長 豪一委員。 

○豪一委員 よかった、まだ間に合うということで、興味のある項目、これだけのしっかりと

した厚い冊子だから、項目ごとに開きやすいほうが、皆さん、区民の方も利用しやすくて、

これだけの難しいことがいろいろ書いてある、専門的なことが書いてあると、分かりやすく

ないと皆さんも触れる機会も少なくなると思うので、その辺は御配慮いただきたいと思いま

す。 

 白書の中身について質問したいんだけど、この間も一般質問で言ったんだけど、やっぱり

東京都は冷静に考えて、皆さん、文京区というのを僕は誇りに思っていて大好きなまちだか

らもっとよくなってほしいというふうに思っているのは当然なんですよ。それは、商業も商

業で魅力あるインフラを整えた、皆さんの需要に応えるような商業地域らしいまちづくり、

住宅は住宅で閑静であったり文化の薫りがする緑のというのは当然のことですよね。僕もバ

ランスのとれた考え方を持っているとは思うんですよ。 

 都内を見てもらったときに、今も華やかな麻布台ヒルズガーデンプラザだとか、今、千代

田区ではTorch Tower（トーチタワー）をやっていますよと。渋谷のMIYASHITA PARK（ミヤ

シタパーク）はあれだけのものになりました、ブランドも入っていますと。都内はね、東京

駅の前はもう大丸有でどんどんどんどん新たな都市になっていくよと。そういうところには

どうしても人が集まる、人気も集まる。港区なんていうのは、そういう目玉のような場所が
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どんどん増えるけれども、白金台のような高級住宅街があって、そこは維持している。だか

ら、ああいうところに住める人はごく一部で、それだけの高い対価も払う、でも、それだけ

のステータスがある。文京区は、そこまでいかなくても、それらしいまちづくりをすべきで

あるし、人口統計を見たって、2038年とか2040年ぐらいまでは人口26万人近くまで伸びると

推計しているわけ。その後、下がっていくことを考えるんだったら、いいまちを今のうちに

つくっておかないと、もちろん高額所得の方が来るとそれだけ税収も納めるわけだからいい

けれども、一方、単身世帯もこれから増えると書いてあるわけだから、今の生産人口が高齢

化になっても、文京区が住みやすくなってないといけないというのは条件であるから、それ

だけいい素材を今のうちにまちづくりとしてつくっておかないと、将来的に選ばれるまちに

ならないという危惧を前から私は文京区に言っているから、今のうちにもっともっと行政も

後ろ立てして、文京区をいいまちにして生き残れるまちにしましょうよというふうに伝えて

いるわけなんですよ。 

 この白書を見ると、やっぱり不安だなと思うわけですよ。マンションを見ても、老朽化し

ている昭和46年から55年の旧耐震のものが20％近くあるとか、その建て替えで、私はできる

だけ、当時のマンションなんていうのはそれほど大きなマンションはなくて、みんな小ぢん

まりとしたものを建てているからね、建て替えるとなるやっぱりお金が必要で、高さ制限が

ある中で同じものを建てるためには、その資金力がない方は住むところがなくなるという厳

しい選択になっていくわけ。事業者はメリットがないとやらないわけですから。そうすると、

そういう老朽化したマンションの近くの土地も一緒にもっと敷地面積を広げて、総合設計制

度だとか法定再開発だとかを使えるような規模にして、新たな時代に選ばれるまちづくりを

して、緑とかもそう、ベンチもそう、そういうまちづくりを促す。それは住宅系じゃなくて、

特に商業地域ね。 

 商業地域でもいろいろあるわけですよ。不忍通りだとか春日通りの商業地域もあれば、白

山通りのような、都道ではあるけれども、ほぼ国道のような幹線道路があるわけです。まし

てや三井がこれから手がける水道橋というのは、それを押すような、麻布台ヒルズガーデン

プラザだとかTorch Tower（トーチタワー）とかに負けないような、みんなが集まる、

MIYASHITA PARK（ミヤシタパーク）もそう。そういう再開発を促して、文京区はわざわざ銀

座へ行かなくても、六本木へ行かなくても、赤坂へ行かなくても、こういうショッピングモ

ールとか便利なところがあるから文京区は利便性がいいのというものをつくっていかないと。

湯島のまちにしても、銀座へ遊びに行かなくても、赤坂に遊びに行かなくても、湯島が面白
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くて、治安もよくて安全だ、そういうまちづくりをしていかないといけない。そことリンク

させないといけないということを言っているわけですよ。 

 何を質問したいかというと、この白書をしっかりと見れば明らかになる文京区の現実があ

るわけですよね。それと、文京区のまちづくりをどうやってリンクさせていくのか。これだ

けのすばらしいものをデータとして、2038年以降ピークで、その後、落ちていく。その後で

も人口が落ちないまちづくりをしっかりとしていく。住宅戸数も、今、文京区のマンション

戸数は、中央６区のうちで大体４位、５位あたりにはいるわけだけれども、もうちょっと住

宅数を増やしても空き家にならない、そういう政策をどうやって、まちづくり、都市マスタ

ープランもいいものができている、白書もいい、あとは実行に移すまちづくりをするために、

この間、一般質問では答弁もありましたよ。それは、民間と学術の、どっちかというと私の

ヒアリングでは民間の意を汲んで区はそれを応援する立場でしたけど、それじゃ間に合わな

いんですよ。38年、48年。だって、43年から減ってくるって、今から20年しかないわけでし

ょう。民間に任せていてまちづくりが間に合わないから、行政もそういう機運を高めないと

いけないと私は思っているんです。文京区は選ばれて残るまちにしないといけない。そこの

リンクづけとか、行政間のまちづくりに対して、どのような気概を持って取り組んでいくの

かというのをちょっとお伺いします。 

○名取委員長 吉本住環境課長。 

○吉本住環境課長 今回の住宅白書のデータをまちづくりにどこまで、どういう形で生かして

いくかという御質問かと思います。現状として、今、委員から御指摘のあった人口の増減の

傾向であるとか、単身世帯、世帯の動向であるとか、様々なデータがここからも読み取れま

す。また、今回の白書の中でお示ししている、ページ数で言うと45ページになりますが、こ

ちらの、いわゆる分譲マンションの居住地域の状況につきましては、先ほど御指摘がありま

した近隣商業地域のところにかなりマンションが建っているところで、そこの生活のしやす

というところは、住居のところではなくて、住環境も含めてまち全体で文京区を選んでもら

えるまちづくりという形についてどうやって生かしていけるかというところは、今後、検討

していきたい内容だと考えてございます。 

○名取委員長 豪一委員。 

○豪一委員 私もいろいろなお付き合いがあって、よく旧山手通りだとか、麻布台のほうだと

かにたまに行きますと、全然街並みが違いますよね、おしゃれでね。飲食店のおしゃれな街

がいっぱいあったり、買物も便利ですよ。文京区はそういうところに追いついて追い越すぐ
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らいの気持ちを持つポテンシャルがある場所だけど、生かし切れていないというふうに思っ

ているんです。 

 今回のこの単身世帯の白書でも、人口、世帯については長期間で将来の見通しも立ててい

るけど、単身世帯とかに関しては見通しがあまりたっていないよね。途中まで白いマスにな

っていてね。だから、もうちょっと先のことを考えると、どっちにしろ文京区というのは将

来的に単身者が増えるわけですよ。そうすると、その単身者は高齢者になる確率が高くて、

空き家だとか相続の対象とかになって、下手したら蜂の巣になるということがないためには、

選ばれるまちじゃないといけない。そういうときには、商業地域の再開発とか、魅力ある再

開発ですよ、建て替えとか、敷地いっぱいに同じようなマンションがマッチ箱みたいに建っ

ているようなまちじゃなくて、少し公開空地があって、緑やショッピングとか、飲食のおし

ゃれなものがあって、住みたいなというまちづくりみたいな再開発をどんどんしていかない

と、選ばれなくなるから、本当に学生と年寄りばっかりのまちになっちゃったりする可能性

だってあるわけですよ。学生というのは大学があるからまだ救われて学生がいると。それと

一方、生産人口を過ぎた高齢者人口だけのまちになって、生産人口の人たちは引く手あまた

になるわけですよ。逆にデフレになるわけだから、人口も減ってきて。そうすると、どんど

んどんどん文京区から出て港区に行っちゃったり、文京区よりもっと中央に行く。そういう

ことにならないように、文京区をもっと魅力あるまちにしたいというふうに私はお願いして

いるので、ぜひまちづくりとの、せっかくこれだけのすばらしいデータ、都市マスタープラ

ンもそうですけど、それを行政が後ろ立てして、バックアップしながら、どんどん一日も早

くいいまちにするような努力をぜひしていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○名取委員長 ほかには。 

 品田委員。 

○品田委員 これだけの重要な白書、ぺらぺらですけど、全体を見せていただきました。すご

いビッグデータで、これはもう区の施策展開にはもってこいの、いろいろなことが見えてい

るなというふうな気がいたしました。全部言うとあれなので、幾つか要望させていただきま

す。 

 まず、マンションについては、比率が高いということですので、まずは人口の多いマンシ

ョンのことをちゃんとやっていかなくちゃいけないのかなというふうに思っています。マン

ション管理については、まだまだ問題のあるマンションがたくさんあるというふうに書かれ
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ています。私もマンション住まいですけれども、一生懸命、マンションの管理組合の組織で、

なるべくたくさんの方が理事になって運営できるようにということで、ポイント制にしたり

とか、いろいろな工夫の中で、誰かに過重がかからないように、みんなでうちのマンション

をよくしていこうという形で、今、頑張っていますけど、やっぱり知らない者同士で話して

いてもしようがないので、マンション管理の専門家を派遣していただいたりして、今、年に

４回ということですけど、私はもうちょっと、せめて６回ぐらい、前に決算のときにも申し

上げましたけど、こういう専門家を派遣していただいていろいろお知恵やノウハウを教えて

いただきながら、自分のマンションの管理をしっかりと意識してやっていただきたいなとい

うふうに思っています。 

 それから、128、127ページになるんでしょうか、持家というか戸建てのところの課題があ

りますけれども、まず、戸建てに関しては、126ページのところで高齢者の単身が20％近く

あるということで、私の友達なんかを見ると、親の介護のためにまた一緒に実家に住もうと

いうようなケースも少なからずありまして、リフォームをして耐震化とかバリアフリーとか

省エネの効果を高めて、例えば、高齢者と親を見るファミリー世帯が一緒に２世帯で住める

リフォームが進むような、そんな助成をしていただければ、ちょっと実家に帰ってこようか

なというような形で、親の面倒も見ようかなという形になると思いますので、そういうリフ

ォームの助成事業を展開していただければなというふうに思いました。 

 それから、126ページのところで、若者の単身が40％ということで、ワンルームが増えま

したので、ここについては今ワンルームができて、若い人たちが住んで、ここから通勤圏も

すごく近いので住んでいますけど、こういうワンルームって、新しいときはいいんですけれ

ども、ちょっと老朽化すると昔のアパート化状態というんですかね、老朽化すると、なかな

か建て替えも難しいでしょうし、一応、ワンルーム条例で規制してきてはいますけれども、

今後の大きな課題かなというふうに思っていますので、ワンルームの活用というんですかね。

例えばグループホームみたいな形で、高齢者とか障害者の一部借上げというんですかね、し

ながら、そういう方たちに住んでもらうとか、これを見ていると事業展開がいろいろ考えら

れるんですけど、３つほど紹介しましたけれども、まずいかがでしょうか。 

○名取委員長 吉本住環境課長。 

○吉本住環境課長 まず、１点目のマンション管理士の派遣について、いろいろ御利用いただ

いてございます。現在、管理組合につき年度で４回までとはなってございますが、前回も答

弁させていただきましたが、終わった後に実際に派遣された管理士、あと、派遣の要請があ
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った管理組合からも報告書をいただいてございます。どういう状況で、まだ数が足りないよ

うな話がございましたら、その辺はしっかり検討していきたいと考えてございます。 

 ２点目の高齢者の方とお住まいになるような状況のところを住みやすい住宅にというとこ

ろですが、現在、住環境課のほうでも高齢者のバリアフリーに特化した修築の助成は一部あ

るのでございますが、なかなかその辺がどこまで活用されているかというところもございま

すので、それの啓発も含め、どれぐらいのニーズがあるか、あと金額的な助成の部分がどの

辺が必要なのかというところもリサーチしていきたいと考えてございます。 

 あと、３点目のワンルームの今後の活用というところですけれども、実際、先ほど報告さ

せていただきました共同住宅の中で、共同住宅が80％以上ある中のワンルームだと、多分、

賃貸のところが多いと思うんですが、実際、80％のうちの50％以上が賃貸の共同住宅になっ

てございます。その中の幾つかがワンルームだというところになってございますが、今後の

いろいろな状況を踏まえながらも、地域性もございますが、いろいろな活用方法は、今後、

いろいろな研究をしながら進めていきたいと考えてございます。 

○名取委員長 品田委員。 

○品田委員 まずはマンションの管理組合をしっかりと組織化して、何というんですか、きち

っと管理ができるような、そして関心を持っていただけるように、また、防災面でも、例え

ば防災訓練をするといろいろなエレベーターの閉じ込め策の補助が出たり、いろいろ使って

いきながら、マンションの住み心地をよくするという制度があるので、まだＰＲも足らない

のかなというふうに思いますので、マンションに住んでいる方が住みやすい管理をぜひ充実

していただきたいと思います。 

 それから、戸建てのリフォームは、ちょっと金額が足らない。ちょっと直すだけでも100

万円、200万円、水回りをするだけでもあれですし、マンションですらそういう状況なので、

一緒に２世帯で住めるようにとか、また、子どもたちが戻ってこられるようにとか、あと高

齢者の皆さん自身が独りでお住まいでもバリアフリーになっているように、けがをしないよ

うにとか、そういう住宅をちゃんとつくってさしあげるべきだというふうに思いますので、

これは住宅に関することですので、高齢者が亡くなるまできちっと自分のうちで住めるよう

な、そういった対策をしっかり進めていただきたいというふうに思います。 

 単身のワンルームマンションについては、賃貸じゃなくて借家が多いんですかね。そうで

すね。そうすると、この間、ある方が自分のおうちを売って文京区内で、高齢者の方が、夫

も亡くなられたので単身のワンルームに住みたいといっても、御承知のとおり、高齢者だと
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なかなか受け入れてくれないというのがありまして、結局、その方はほかの区のシニアマン

ションみたいなところに行ってしまったんですけれども、文京区でもう少し低額のシニアマ

ンションみたいなものがつくられたらいいなというふうに。せっかく長い間、文京区に住ま

れていたのに、最後はほかの区に行ってしまったという残念な話なんですけれども、亡くな

るまで文京区に住みたいという思いは皆さんおありだと思うので、高齢者のあっせん制度も

いろいろやっていらっしゃるとは思います。けれども、なかなか入りにくい状況があると思

うので、一番いいのは自分のうちで住み続けるということだというふうに思うんですけれど

も、文京区から出ていくことがないように、住宅対策としてしっかりといろいろな展開をし

て、文京区に住んでいてよかったと思っていただけるような政策、いろいろ予算もあるので

大変だと思いますけれども、文京区に住むということ自体に価値があるということを皆さん

知っていらっしゃいますので、ぜひその辺は今後も事業展開、また補助率上げるとかいうこ

とに努めていただきたいというふうに思っています。 

○名取委員長 吉本住環境課長。 

○吉本住環境課長 今、お話がありましたが、高齢者の方でも住み続けたいというところのお

話につきまして、福祉施策ということで位置づけてはございますが、その辺は庁内でしっか

り情報共有しながら進めていきたいと考えてございます。 

○名取委員長 ほかには。 

 依田委員。 

○依田委員 ありがとうございます。３点ほど伺いたいんですけれども、まず最初、128ペー

ジの一番下のところなんですけれども、この課題に関して、管理組合や役員の担い手不足の

ことについて記載されていまして、先ほども総会の出席率も非常に低いという話もありまし

たけれども、管理はしないといけないんですけれども、ほかの誰かしらにお願いしてフリー

ライドするという方が、多分、非常に多いとは思うんですが、この中で、「改善事例など具

体的な策の情報共有が必要なると考えられます」と書いてあるんですけれども、このあたり、

今、何か考えられていることがあったらぜひ教えてください。それが１点目です。 

○名取委員長 吉本住環境課長。 

○吉本住環境課長 管理組合、様々な進め方がございます。先ほど品田委員からも御指摘があ

ったポイント制であったり、それぞれの特徴があるところであったり、最近では、例えば第

三者管理みたいなことも始まっていますので、そこがいいか悪いかは別として、いろいろな

事例を例として挙げていけるのかなと考えてございます。 
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○名取委員長 依田委員。 

○依田委員 ありがとうございます。例えばね、管理組合の役員さんに日当みたいなものを払

っているところもあったりするやには聞くんですけど、様々な事例はあると思うので、ぜひ

そうやって紹介していただけたら、何というか、多少改善が図れるのかなと思っております。 

 ごめんなさい、次は全然別なんですけれども、207ページなんですけど、ここに耐震診断

をして耐震性がないことが発覚したんだけれども、費用が不足していて耐震改修ができてい

ないというマンションの事例が出ているんですけれども、これはなかなか悲惨な話であって。

耐震性がないということが確定してしまうと、売買等でもそのことを告知しないといけなく

なるということなので、せっかく調べたにもかかわらず、自分のところの資産価値が下がる

という、調べなければ別に分からなくて何も言わなくてよかったのにということだと思うん

ですが、ただ、なかなかこういう事例は通常はあり得ないんじゃないかなと思っていて、そ

の先の耐震補強もめどというか、少なくとも皆さんのやる気みたいなところがあった上で耐

震診断をやるんじゃないかなと思うんですが、ここら辺はどう見ていらっしゃいますでしょ

うか。恐らく、一部、東京都の指定する緊急輸送道路沿いでは耐震診断の義務付けがあった

りしたので、そういう関係なのかなとは思うんですけど、どう見ていらっしゃいますか。 

○名取委員長 前田地域整備課長。 

○前田地域整備課長 耐震関係のデータと今回の住宅白書が少しずれていたりするところもあ

るのであれなんですが、我々のほうで耐震助成制度という形で事業をしている中で、やはり

耐震診断はしたけれども、当然、マンションの所有者さん方はやる気があると。ただ、実際

に診断をした結果、設計に進む例というのは結構あることはありまして、設計をしていく中

で、やはり実際にどこを補強するかがだんだんはっきりしてくる中で、いろいろ難しい問題

というんですかね。例えば、１階に店舗があった場合に、店舗の方の補償をしないと、一時

期、その工事のために出ていかないとなかなか補強できないとか、そういった事例があると

いうのは聞いております。 

 個々の建物によってそのあたりの問題というのは違ってきておりますので、耐震事業の中

では、例えばアドバイザー派遣というような形で専門家の方、建築だけではなくて、様々な

弁護士さんとか、そういったものも派遣できるような制度も用意しておりますので、そうい

った形で個々のマンションの課題に寄り添った形で耐震化というのはなるべく進めていきた

いという形で進めているところです。 

○名取委員長 依田委員。 
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○依田委員 ありがとうございます。よく分かりました。先ほど申し上げたように、耐震診断

をして、耐震性がないというのが分かった挙げ句に、その後、何も進めないというのは非常

に悲惨なことになるので、何とかいろいろ区としてもサポートしてあげていただけたらと思

います。 

 ３点目なんですけれども、恐らくこの調査とか白書に入っていないのかなと思うんですが、

マンションが純粋に住戸だけなのか、それとも、げた履きと言われるような店舗とかオフィ

スとかと複合のものになっているのかどうかというのは、この調査には入っているんでしょ

うか。 

○名取委員長 吉本住環境課長。 

○吉本住環境課長 マンションの調査についてはちょっと確認できないんですけれども、基本

的に住居というところで考えていますが、ただ、先ほどから申し上げている分譲マンション

という形になっても、分譲マンションだけではなく一部賃貸になっていたりという状況は、

この中ではつかまえてございます。 

○名取委員長 依田委員。 

○依田委員 私としては、幾つかそれに関して知りたいことがあるというか、これは要望なん

ですけど、何というんですかね、結局、私の問題意識としては、分譲マンションだらけにな

るとまちが死んじゃうというのがあって、分譲マンションは基本的に店舗とかを入れるイン

センティブがあまりないので、賃貸マンションは比較的１階をお店にしたりということはあ

るかと思うんですけれども、そういった本当に住居だけのマンションがどれだけあるのか。

また、お店とかを複合しているような建物がどれだけあるのかという調査があると、今後の

まちづくりに非常に参考になるんじゃないかなというふうに思っております。その結果いか

んによって、場合によっては規制をかけていくとかということも、政策の参考になるのかな

と思っているので、また、いつか機会があるときはそういったところを、その建物が純粋に

住戸だけなのか、それとも複合的な建物なのかというのを調べる機会があったらうれしいな

と思っております。もし御答弁いただけましたら。 

○名取委員長 吉本住環境課長。 

○吉本住環境課長 全体的にマンション、共同住宅については、文京区内の80％以上になって

いる。そのうちの26％は純粋な分譲マンションになっていて、それ以外が賃貸という形にな

ってございますが、今、委員から御指摘の店舗が入っているところについては、今後の活用

方法も含めて、住みやすい環境の中の１つと捉えて、可能な限り調査については考えていき
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たいと思います。 

○名取委員長 宮本委員。 

○宮本委員 ありがとうございます。今回の白書、住宅マスタープランの策定に向けて調査を

まとめていただきました。私の感想としても、非常に多角的に詳細にまとめていただいて、

分析もしっかりされているというふうに受け止めております。評価をさせていただきたいと

思います。 

 大きく、はじめにから第１章までは区のこれまでの取組と、これまでの社会状況などの変

化についてもよくまとめていただいていると思いました。136ページのところには、住環境

の満足度が高いという調査結果も示されていて、77ページに定住志向が高いという調査結果

も出ておりまして、これまでの区の様々な取組に評価をいただいているということだという

ふうに、そうした結果だと思っております。 

 質問は２つなんですけれども、品田委員の質問と重なっている部分がありますが、すみま

せん。 

 まずは、福祉施策としての住宅確保、要配慮者への支援の部分です。区全体としては、定

住の支援が進んで、住宅供給も進んできた。人口も住宅ストックも増えてきた。こうした中、

住宅確保に困難を抱える方々は、ある程度いらっしゃると思いますので、福祉部の管轄とし

て福祉政策を展開しているということでした。そこはしっかり今後とも福祉部のほうで頑張

っていただきたいと思いますし、こちらのほうでも何かできることあればと思いますが、や

はり高齢者が増える、高齢化が進むという傾向でございますので、先ほど品田委員からバリ

アフリーの点についてもお話がありました。そうしたバリアフリーを進めていかなきゃいけ

ない、また、耐震化も進めなきゃいけない、これは125ページのところにも課題として捉え

ていらっしゃいますので、今の区の助成制度、バリアフリー化、耐震化、ここについてはし

っかり次の住宅マスタープランにも反映していっていただけるものと思いますが、お伺いし

たいと思います。 

○名取委員長 吉本住環境課長。 

○吉本住環境課長 委員が御指摘のとおり、高齢者を含めた住宅確保要配慮者のいわゆる居住

のほうの施策については、福祉部のほうがやっているところでございますが、住環境の部分

で先ほど御説明させていただきました高齢者の修築であるとかというところは都市計画部で

持っているところですので、その辺の今のニーズをしっかり聞きながら、どういう形で進め

たらいいかというのは今後も進めていきたいと考えてございます。 
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○名取委員長 宮本委員。 

○宮本委員 ありがとうございます。これはもう質問じゃなく要望、意見なんですけれども、

今回、耐震化ということも調査の中で見ていただいているんですが、今年度、防災課でやっ

ていただいているのか、大型マンションができるときに、マンホールトイレを設置していた

だいたら助成をするという取組をしていただいていますが、こうした災害時のトイレ対策と

いうことも視点として入れていただければと思います。 

 次、最後に質問なんですが、やはり小規模マンションについてでございます。私の住んで

いるところの近所、やはり小規模マンションが多いです。実感としても多いですし、調査結

果もそうなっていますし、その中でも賃貸が多いということですね。ここも区としても課題

として把握されています。今年度、区ではマンション管理適正化推進計画が策定されて、ま

ずは１年間ですか、やっていただくというふうになっていますので、これも今後、住宅マス

タープランに位置づけられるというふうにお伺いしております。ただ、これは分譲マンショ

ンが対象になるということでしたので、賃貸マンションについても同様な施策が必要ではな

いかと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。 

○名取委員長 吉本住環境課長。 

○吉本住環境課長 まず、１点目のマンホールトイレの件ですけれども、防災課のほうでも助

成制度はありますが、住環境課のほうでも指導要綱で努力義務として上げさせていただいて

いるので、そういう指導をさせていただいているところでございます。 

 ２点目のマンション管理適正化計画が分譲マンションのほうで、実際、賃貸マンションの

ほうどうかというところでございますけど、現状、区の施策としましては、賃貸マンション

については、例えば、共用部の改修費の助成であるとか、劣化診断調査費助成等、幾つかの

助成制度がございます。その辺は、実際に使われた方々の御意見を再度伺いながら、どうい

う形のほうが、改善できるところについては検討していきたいと考えてございます。 

○名取委員長 宮本委員。 

○宮本委員 分かりました。マンション管理適正化推進計画の対象になるとか、そういうこと

は難しいので、様々な助成制度を活用していっていただくということですね。分かりました。

ぜひその点もよろしくお願いいたします。 

 今回、様々分析して、課題として挙げていただいた内容が、住宅マスタープランでしっか

り解決につながる施策の展開をしていただけるように、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 
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○名取委員長 ほかはよろしいですか。 

 では、小林副委員長。 

○小林副委員長 まず、文京区住宅白書（案）につきまして、貴重な資料の作成ありがとうご

ざいました。それで、この文京区住宅白書は、第三次「文の京」住宅マスタープランの改定

に向けた基礎資料とのことなんですけれども、住宅マスタープランを拝見しましたところ、

これは平成16年３月に改定されたもので、表紙をめくると、現成澤区長ではなく、煙山区長

のお言葉が書かれていて、この住宅マスタープランというのは、これまで進行管理や見直し

は一切されてこなかったということなのかということと、この19年ぶりの全面改定になるの

か、それも伺いたいと思います。 

○名取委員長 吉本住環境課長。 

○吉本住環境課長 住宅マスタープランについては、今、副委員長が御指摘のとおり、それ以

来のところでございます。 

 住宅マスタープランの改定につきましては、住宅政策審議会にかけることとなってござい

ますので、それが昨年度、令和４年４月に18年ぶりに審議会を行ったというところです。今

までは住宅マスタープランに沿って住宅政策を進めていたというところでございます。 

○名取委員長 小林副委員長。 

○小林副委員長 ちょっと驚いたんですけれども、同時に、住宅政策審議会も、この住宅白書

の検討をして、続いて住宅マスタープランの改定をするということなんですけれども、今後

は、進行管理は毎年であったり、５年に１回ぐらいは見直しとかもしていってほしいんです

けれども、それはいかがでしょうか。 

○名取委員長 吉本住環境課長。 

○吉本住環境課長 住宅マスタープランにつきましては、今回、住宅白書を報告させていただ

いて、これを資料として、今後、審議会のところで審議いただく内容なので、その辺の見直

しの期間であるとか、進捗管理についても、今後、審議会のところで議論していくものと考

えてございます。 

○名取委員長 小林副委員長。 

○小林副委員長 住宅白書に関しまして、板倉区議のほうから本会議一般質問とかもしている

んですけれども、やっぱり文京区住宅基本条例第４号に基づいてつくられているにもかかわ

らず、板倉区議が住宅政策審議会及び本会議質問で指摘するまで、どこにもその記載がなか

ったということは、ちょっと条例軽視ではというふうに感じます。 
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 そして、住宅白書を見ますと、区内の分譲マンションの平均価格１億1,491万円で、民営

借家の平均家賃は10万5,513円です。高齢化率は低いとありますけれども、若い世代の流入

が多いだけで、単身高齢者はむしろこれから増えていきますし、ずっと住み続けたいと考え

る人は９割に達しているのに、はるか昔に住宅の供給政策は終了、住宅ストック活用に切り

替えていると言っても、低家賃住宅は減っていて、今こそ文京区住宅基本条例に立ち返って、

住宅供給の促進及び居住者支援を行うべきだと考えるんですけれども、住宅マスタープラン

にこういうことは書き込まれるのかどうか。また、住宅基本条例の見直しもされるというよ

うな御答弁もいただいているんですけれども、いまだ住宅供給政策が必要な事実がありなが

ら終了したということが書き込まれるのかどうか、どういう改定になるのかを伺います。 

○名取委員長 吉本住環境課長。 

○吉本住環境課長 まず、１点目にお話があった住宅白書の位置づけの基本条例の件ですけれ

ども、住宅白書については、あくまでも住宅基本条例第４条の規定で行っているという認識

で進めてございますので、表記については審議会のほうで御指摘がありましたので、追記し

たというところでございます。 

 今後、住宅マスタープランについて、住宅供給の件についてどの辺の表現をしていくのか

というところにつきましては、現状、はじめににも書かせていただいているように、定住促

進型については一定の役割を果たしたというところをまず前提として、住宅確保要配慮者向

けの居住支援施策は福祉部でというところで表現させていただいておりますので、その辺を

踏まえて、今後、住宅政策審議会で議論していくものと考えてございます。 

○名取委員長 小林副委員長。 

○小林副委員長 やっぱり分かれて、居住政策が福祉の分野に特化していただいたということ

は、それはそれできっちりそっちでお話ししてもらうということもメリットはあると思うん

ですけれども、政策に関して住宅の供給ということで考えると、そういう意見の連携とか統

合とかができなくなってしまうというデメリットとかもありますし、高齢者や障害者などの

要配慮者に対して、福祉政策に託すことで居住支援協議会が位置づけし直されているんです

けれども、この居住支援協議会は、この住宅白書案の検討や住宅マスタープランの改定につ

いて関われるのかどうか。また、声を住宅マスタープランに反映できるのかどうかも伺いま

す。 

○名取委員長 吉本住環境課長。 

○吉本住環境課長 住宅確保要配慮者の居住支援につきましては、副委員長が御指摘のとおり、
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現状、福祉部の所管になってございます。もともと福祉部の所管だったものを戻したという

形になっているところでもございます。 

 また、居住支援協議会の御意見が住宅マスタープラン云々というところでございますけれ

ども、もちろん住宅政策審議会のほうには福祉政策課長と福祉部の関係の方々も出席してい

ただいておりますし、居住支援協議会のほうには私のほうも出席している形でございますの

で、情報共有をしっかりしながらマスタープランについても努めていきたいと考えてござい

ます。 

○名取委員長 小林副委員長。 

○小林副委員長 分かりました。住宅白書（案）を見ることで、改めてシルバーピアなどの住

宅供給政策が必要だということや、特措法が改定されて動き始めた空き家のストック活用、

こちらを福祉にも活用してほしいということを改めて強く思いました。ぜひ住宅マスタープ

ランに反映させてください。 

 そして、現状、縦割りになってしまったところ、そういうふうに審議会などで情報共有な

どをやってくださるということなんですけれども、政策にも横串をしっかり刺して連携する

ことで、課題の解決を行っていただきたいと思います。そのためにも、今回つくっていただ

いた貴重な文京区の住宅白書（案）、こちらのほうを活用していただきたいと要望いたしま

す。 

○名取委員長 澤井都市計画部長。 

○澤井都市計画部長 いただいた御意見、よく考慮していきたいと思っています。 

 １点、御理解いただきたいのは、もともと第一次住宅マスタープランをつくり、その後、

住宅基本条例ができ、第二次住宅マスタープランという経緯をたどって第三次と、これまで

来るわけですが、実は第一次住宅マスタープランのときまでは、シルバーピア等の高齢者住

宅はもともと福祉部で所管しておったものを、第一次以後、新たな住宅供給が一定落ち着い

たところで、一旦、都市計画部住宅課に集約したという経緯がございました。その後、定住

促進策を終了できた段階で、もう一回その施策の整理、所管を整理したということなので、

縦割りを横串でというところは決して、以前からもうそういった形でちゃんと庁内各部の関

わりのあるものについては横串も刺しながらということは、もともと当初から行ってきたも

のであるという、その中で様々その状況に応じて施策の所管を移してきたものですけど、現

在は現状の住宅政策、あるいは福祉施策との関わりの中で、現状の施策体制をとっていると

いうことを御理解いただければと思います。 



令和５年１１月２２日 建設委員会（速報版） 

 

－６１－ 

○名取委員長 小林副委員長。 

○小林副委員長 ありがとうございます。横串を刺してというよりは、もともとそれぞれちゃ

んとやっていたことを、シルバーピアの供給とかも含めて今回の住宅白書で課題として認識

を同じようにしてくださっていると思いますから、ぜひマスタープランに反映させていただ

きたいと思います。 

○名取委員長 以上で、報告事項１、文京区住宅白書（案）についての質疑を終了いたします。 

 続きまして、土木より２件です。 

 初めに、報告事項２、主要土木工事の進捗状況についての説明をお願いいたします。 

 村岡道路課長。 

○村岡道路課長 それでは、資料第３号に基づき御報告いたします。 

 本報告は、毎年定例報告しているもので、資料は全部で３ページございます。 

 １ページ及び２ページ目が、工事件名や施工箇所など、14件分の一覧表でございます。 

 ３ページ目は、その工事箇所図となっておりますので、併せて御覧ください。 

 なお、指導の記載内容は、10月31日現在のものとなってございます。 

 最初に、１ページ目のナンバー１及びナンバー２は、バリアフリー整備工事でございます。

ナンバー１の施工箇所は、大塚五丁目の坂下通りで、歩道と車道の高さの差を５センチに統

一し、歩道の拡幅やフラット化を図るなどの整備を行うものでございます。現在は電柱等の

移設工事を行っております。 

 ナンバー２の施工箇所は、都立文京盲学校西側の区道で、当現場の工事自体は完了してお

ります。 

 次に、ナンバー３、視覚障害者誘導用施設設置工事でございます。主に点字シートを設置

する工事で、施工箇所は大塚警察署前の交差点から、東京大学目白台インターナショナル・

ビレッジ前までで、本工事は完了しております。 

 次に、ナンバー４から６までは無電柱化事業でございます。 

 まず、ナンバー４は、巻石通り第一期工事でございます。本工事は、令和３年から取り組

んでいる工事でございます。現在は特殊部と呼ばれる構造物の設置工事を行っているところ

でございます。特殊部とは、地中にケーブルを入れたり接続するための作業をするためのコ

ンクリート製の大きな箱でございます。本工事では最大で奥行き６メートル、幅1.5メート

ル、高さ２メートル程度の規模を設置してございます。現在、巻石通りには22か所の特殊部

を設置いたしますが、今月中には全て設置を完了する予定でございます。また、特殊部の設
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置と並行いたしまして、特殊部同士を接続します管路の設置を行っております。その後は、

その設置が完了しましたら、電線管理者等によって各家庭への引込み工事やケーブルの入線

工事を行いまして、その次に既存の電柱・電線の撤去、最後にバリアフリー整備工事を行い

まして、令和９年度の完了を目指して、現在、順調に進捗しております。 

 次に、５番、日医大つつじ通りでございます。こちらも令和３年度から取り組んでいる現

場になりまして、こちらの現場は、特殊部及び管路の設置工事は完了いたしました。４月以

降は、電線管理者等により引込み工事等を行う予定となっております。巻石通りと同様の工

程を経まして、令和10年度完了予定で進めております。 

 次に、ナンバー６、短区間の緊急道路障害物除去路線における無電柱化事業でございます。

施工箇所は、白山通りから駕籠町小学校前までの延長約93.5メートルでございます。特殊部

全４か所及び管路の設置工事は完了し、１月から通信等を引き込む工事を行う予定で、最後

の舗装復旧を含めて、令和７年度完了予定でございます。 

 次に、ナンバー７から12までの工事は、経年による老朽化等に伴うアスファルト舗装や側

溝、安全施設などを改修する工事でございます。ナンバー７及び８につきましては、完了し、

ナンバー９から12については、現在、工事中で順調に進捗してございます。 

 最後に、ナンバー13及び14につきましては、下水道工事で、東京都下水道局からの受託工

事でございます。施工箇所は、白山四丁目と向丘一丁目の２路線で、これから工事に取りか

かるところでございます。 

 なお、ナンバー14の工事は、国道との接続協議に遅れが生じておりまして、工期延伸の見

込みとなっております。 

 以上、主要な土木工事の発注は全て完了しておりまして、ナンバー14以外は、おおむね予

定どおり進んでいるところでございます。 

 御報告は以上でございます。 

○名取委員長 次に、報告事項４、主要公園工事等の進捗状況についての説明をお願いいたし

ます。 

 村田みどり公園課長。 

○村田みどり公園課長 それでは、資料第５号、主要公園工事等の進捗状況について御報告い

たします。資料は１ページが一覧表、２ページが箇所図となっております。 

 １ページを御覧ください。まず、１番から３番は公園等維持修繕工事です。老朽化した遊

具や公園施設等の補修、取替え工事などを行っております。 
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 ４番、５番は、公園等の防犯カメラ支柱を設置する工事です。合わせて12園に設置する予

定でございます。 

 ６番は、宮下公園の再整備工事になります。既存のキャッチボール場を生かしつつ、子ど

もの遊び場ゾーン、広場ゾーン、健康遊具ゾーン、休憩ゾーンを配置した、様々な人が楽し

める公園整備を進めています。開園予定は来年３月でございます。 

 ７番は、向丘一丁目児童遊園の再整備工事です。入口は広く、段差のないよう改修し、園

内には人気の高い複合遊具、幼児用の滑り台、砂場を設置いたします。開園予定は来年３月

です。 

 ８番は、窪町東公園の再整備工事です。千川通りに近い２つのブロック、ふれあい広場と

ちびっこ広場を整備いたします。ふれあい広場につきましては、外周部に樹木を配置し、広

場を広く整備いたします。ちびっこ広場につきましては、新たに鉄棒を設置いたしまして、

また、長らく親しまれている汽車型の遊具は再設置いたします。現在、東京都下水道局によ

りまして、千川増強幹線の工事が行われておりまして、その工事完了後に再整備工事に着手

する計画でございます。 

 ９番から11番は、元町公園の整備です。現在は西側擁壁整備のための構台の設置や、埋蔵

文化財調査を行っております。９月28日に10番の第２期工事に着手いたしまして、令和６年

度にかけて本格的に園内の整備を行ってまいります。 

 12番、13番は設計委託です。12番、切通公園は、２回目の意見交換会を終えまして、３回

目に向けた準備を進めているところでございます。13番、千駄木公園につきましては、当初

実施予定でおりましたところですが、千駄木小学校等改築基本構想検討委員会における検討

結果を踏まえて、その後、改めて公園の検討を進めるということといたしましたので、実施

を延期しているところでございます。関口三丁目公園につきましては、２回目の意見交換会

を終えて、３回目に向けた準備を行っているところです。 

 御報告は以上になります。 

○名取委員長 ありがとうございました。 

 それでは、報告事項２、主要土木工事の進捗状況について、御質疑のある方はよろしくお

願いいたします。 

 品田委員。 

○品田委員 まずは文京区の道路、本当によくやってくださっていると思います。歩きやすい

道ですし、毎回、土木については感謝を申し上げています。 



令和５年１１月２２日 建設委員会（速報版） 

 

－６４－ 

 すみません、要望だけさせてください。 

 １番にバリアフリー整備工事で、事前に伺ったら、令和５年度中に進捗状況18％というこ

とですので、まだまだだというふうに思いますが、バリアフリーのまちの１つは道路のこと

だと思いますので、きちっとそれは順調に整備をしていただくよう、まずお願いいたします。 

 それから、今回、道路のことなんですけれども、私はかねてからお話ししている、文京区

は坂が多いのと、それから、高齢者の方たちが歩きやすい、そしてお買物や通院等で歩きや

すいというのはもちろん、やっぱりまちを見ていますと、お休み石もあるんですけれども、

ところどころでお休みしながら、一番多いのはマンションとか建物の植栽のところのブロッ

クというんですかね。あそこにちょっと腰かけて、具合が悪いんじゃなくて、ちょっと休み

休み行っている様子を度々見るんですけれども、区役所の前もそうなんですが、これからマ

ンションとか民間の建物が建つときに、前面道路に面しているところの植栽を植えたりする

附置義務があるんだと思うんですけれども、そういうところの縁をちょっと座りやすく一部

だけでも低くして、お休みしていただいても大丈夫よというような提供をしていただけると、

お休みしながらお買物とか道を歩くときにまちとしては優しいのかなというふうに思って。

そういうところを増やしていただくと、また一気にお出かけしやすい状況というんですかね、

できるのかなと思って、そういう場所を増やしていただきたいと思いますが、そういう事例

もあるのかどうかも含めて、御報告ください。 

○名取委員長 村岡道路課長。 

○村岡道路課長 バリアフリー整備工事につきましては、バリアフリー基本構想に基づきまし

て、毎年着実に、少しずつではありますが、整備を進めているところでございますので、引

き続き、歩きやすい道路の整備を目指して進めてまいります。 

 次に、お休み石につきましては、我々が管理している区道は歩道が狭いところが多いとい

うことで、なかなかそういうものを設置する場所がないのが実情でございます。今年度のバ

リアフリー整備工事でも２か所設置はいたしましたが、委員が御指摘のように、マンション

の建設等があれば、事業者等と協議を行っておりまして、本来、歩道に設置をできれば一番

いいんですが、そういった場所がないところのマンション建設予定地なんかの事業者に対し

ましては、植栽ますの立ち上がりを利用した居住者以外の方も誰でも座れるようなベンチを

設けてほしいというような要望もお伝えしております。事業者のほうからは、前向きな検討

をしていただけるような回答もいただいておりますので、そういったことを含めまして、今

後もバリアフリーという考え方に基づいて、様々な部署と連携して協議を進めていきたいと
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考えております。 

○名取委員長 品田委員。 

○品田委員 新しい建物、建築のほうも指導というかお呼びかけをしていただいて、ぜひ願い

をしたいというふうに。 

 それと、今、坂が多いと、ガードレールを段違い平行棒のようにして、ここへちょっと腰

がおろせるとかいうものも前に世田谷のほうで見たことがあるんですけど、手すりにもなり

ますし、結構急な坂が文京区は多くて、私でもひーひー言っちゃうときがあるんですけれど

も、ちょっと腰がかけられたり、手を添えると転ばなくて済むとかいうところもあるので、

ガードレールの利用、設置については、ただガードレールというだけではなくて、少し工夫

をしたガードレールで、お年寄りも含めて、障害者も含めて歩きやすい、そういう道路の建

築を心がけていただくようお願いいたします。 

 以上です。 

○名取委員長 村岡道路課長。 

○村岡道路課長 その段違いのようなガードレールにつきましては、様々な製品が市場に出て

おりますので、製品特性と、あと文京区の地域特性などを踏まえて、その地域に応じた製品

の設置に努めていきたいと考えております。 

○名取委員長 続けて、宮本委員。 

○宮本委員 ありがとうございます。いつも土木部道路課の皆様には大変にお世話になってい

ます。ありがとうございます。 

 まず、坂下通りのバリアフリー整備工事のところについてなんですが、以前にもお願いし

たこともあったんですけれども、最終的に都道、不忍通りと接続すると思うんです。そこで、

ちょうど都道に向かって左側の歩道なんですけれども、角が急な坂になっているんです。残

念ながら歩道も非常に狭くて、いろいろな課題があってあのままになっているそうなんです

が、いろいろ調べたんですけれども、あそこはバリアフリーをしていただく必要があるのか

なと思うんですけれども、何か検討していただいているかどうかお伺いしたいと思うんです

けれども。 

○名取委員長 村岡道路課長。 

○村岡道路課長 現在、工事を行っておりますところは、まだ委員が御指摘の現場は該当しな

くて、委員が御指摘のところは、来年、工事に着手する予定でございます。そのような御意

見があったのは、坂下通りの工事に入る前の説明会でも御意見をいただいておりまして、現
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状の中でどういった安全対策や整備ができるのかを検討しているところでございます。今年

度も東京都のほうと協議を進めておりますが、構造的になかなか厳しい検討状況でございま

す。まだ時間がありますので、交渉というか協議は進めていきたいと思っておりますが、な

るべくそういった懸念が解消できるような整備に努めていきたいと考えております。 

○名取委員長 宮本委員。 

○宮本委員 ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。 

 以前もお話しさせていただいたんですが、都道や国道についてなんですけれども、都度、

管理者のほうに、私、何か御相談いただいたら、第六建設事務所とか関東地方整備局の万世

橋出張所のほうとかにお電話して御相談しているんですけれども、今回、「LINEで通報♯

9910」という国土交通省がつくったやつなんですかね、これを文京区も始めていただくとい

うことで、これはあれですか、国道、都道、区道構わず、これは何か異常があったらお願い

していいものなのでしょうか。 

○名取委員長 福澤管理課長。 

○福澤管理課長 こちらについては、LINEで国道、都道、区道を問わず送ることができるよう

になってございます。区道の場合ですと、国土交通省のほうに１回行ったLINEから区のほう

に振り分けられるというようなシステムになっているものでございます。 

○名取委員長 宮本委員。 

○宮本委員 分かりました。ありがとうございます。区民の方が御利用されるので、そういっ

た振り分けられれば非常に便利だなと思ったので、確認させていただきました。 

 一方で、こういう道路の、何ていいますか、段差とか、凸凹とか、落下物とかあるんです

けれども、例えば、もうちょっとさっき申し上げたような、非常に歩道が狭くてとか、危険

だとか、そうした難しい案件といいますか、こういうものは通報してもいいものなんでしょ

うかね。 

○名取委員長 村岡道路課長。 

○村岡道路課長 日常の路面の不具合、簡単に補修できるものについては、LINEや、これまで

どおり電話やメール等で御連絡いただければすぐ対応できるものかと思いますが、大がかり

な改修を必要とします補修につきましては、各道路管理者の道路工事や道路整備等に合わせ

て行うケースが多いかと思います。LINEで通報されても、恐らくすぐ対応することは困難な

のかなと思いますので、私どもからお伝えしても結構ですし、直接、各道路管理者のほうに

お伝えしていただくのも有効かと思いますが、私どもでできるところは可能な限り協力はし
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ていきたいと考えております。 

○名取委員長 宮本委員。 

○宮本委員 分かりました。ありがとうございます。区民の方にこれを推奨していこうと思っ

ていますので、確認させていただきました。今後とも区道、都道、国道をしっかり安全なも

のにしていけるように、特に道路課の皆様には区道のほうで引き続きお世話になりますが、

ありがとうございます、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○名取委員長 ほかはよろしいでしょうか。 

 それでは、小林副委員長。 

○小林副委員長 地元の方から聞かれたことを２点お伺いしたいと思います。 

 まず、１の坂下通りバリアフリー工事についてなんですけれども、道路の塗装の継ぎ目の

凹凸があって、車で走行する際に波打つという声を複数いただいていた時期があったんです

けれども、これはスピード抑制のためでそのまま残しているのか、それとも、もう解消され

たのかどうかということが１点。 

 それと、あと、５の日医大前の工事については、令和10年完了を目指しているということ

を確認いたしました。その際の街路樹のハナミズキ、移植などをしているというふうに伺っ

ているんですけれども、戻っているのかというお問合せでありましたので、お答えください。 

○名取委員長 村岡道路課長。 

○村岡道路課長 まず、１点目の坂下通りの波打ちの件でございます。恐らく、昨年度の工事

現場で、文京区と豊島区との区境の辺りの事象かなというふうに思っておりますが、そうい

った御意見をいただきまして、すぐ対応をさせていただきました。車両が通行するときに振

動があるという御意見でしたので、すり付け舗装の範囲を拡大して、解消することができま

した。現在は本復旧をしておりますので、そういった現象は解消されているものと考えてお

ります。 

 ２点目の樹木の移植についてでございますが、移植したのはコブシという樹木２本でござ

います。現場内で現場内移植を行いまして、現在は根づいているのを確認しているところで

ございます。 

○名取委員長 よろしいですか。 

 以上で、報告事項２、主要道路工事の進捗状況についてを終了いたします。 

 次に、報告事項４、主要公園工事等の進捗状況についての御質疑をお願いいたします。 
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 よろしいですか。 

 豪一委員。 

○豪一委員 先ほど目白台運動公園のところで言い損ねたので、今回、指定管理者の応募が第

１回目はなかったという残念な結果になったという報告を受けたところで、旧細川邸の庭園

についても、今後、ああいう立派な秋になると紅葉がきれいな公園なわけですから、指定管

理者をどうするかということが非常に大きな問題になるわけですよ。本来は、先ほども言い

ましたけど、指定管理者の募集でたくさん来て、そこによって競合があることによって費用

についてもある程度抑えられるというメリットがあるわけですよ。それが、応募がないよう

な状態になっちゃうということは非常に残念なことで、行政も確かに応募が増えるように工

夫しないといけないところなんですけれども、やはり造園業だとか、そういう公園管理とい

うのは特殊な業種であるから、情報なんかもその業界の中でも早いわけですよ。そうすると、

文京区の指定管理者の募集に関しては結構厳しいという話にもなるという中で、ない場合は、

当然、自由民主党は区の直営でやらざるを得ないというのは、もちろん、そういう提案をこ

ちらもしますけれども、その前に、できるだけそういうことが起こらないように、指定管理

者の募集にしっかりと業者が来るような環境を整える、そういう雰囲気を出すということが

大事なので、それを改めて、公園の工事というところで強調させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○名取委員長 答弁は求めなくていいんですか。 

○豪一委員 では、その辺を、指定管理者の募集に関して、いま一度、区が今後どのように努

力するかというところを、もうちょっと深掘りしてお話を聞ければと思いますけれども。 

○名取委員長 村田みどり公園課長。 

○村田みどり公園課長 肥後細川庭園の募集に関しましては、現在、どういう管理をしていく

か検討中というところの御回答にさせていただきたいと存じます。 

 それ以外の区の公園の指定管理全体の話としてお答えさせていただきますと、そういった

事業者さんの仕事のしやすい条件だとか、そういったことも一定配慮しながら、ただ、やは

り区民の方のサービス向上というのが一番の目的ですので、その区民のサービス向上を図り

つつ、そういった事業者さんにも魅力的に見えるような公園の在り方について考えながら、

そういう募集の条件を作成していきたいというふうに考えてございます。 

○名取委員長 豪一委員。 

○豪一委員 余計分かりにくくなっちゃった。行政にとって仕事がやりやすい環境とは、例え
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ばどういうことなんですか。 

○名取委員長 村田みどり公園課長。 

○村田みどり公園課長 業務要求水準がはっきりしていること、どういったことをやれば自分

たちはその公園を適切に管理していると考えられるのか、そういう判断基準を示すというこ

とも大事かと思いますし、一定、指定管理におきましては、業者さん独自のノウハウを発揮

してもらう点も重要かと思いますので、そういった提案を積極的に聞きながら、いい提案に

ついては評価をしていく。評価についても、明確に示していくということではないかと考え

ております。 

○名取委員長 豪一委員。 

○豪一委員 確かに、仕事の範囲だとか、その辺は今までも募集のときに明確にしているし、

評価についても今までもやっているじゃないですか。それだとあまり違いがよく分からない

ですよね。今までもやっているじゃないですか、それ。だから、やっぱり公募する場合に、

指定管理者の募集をするときに、業者さんが飛びつくまでいかなくても、多くの業者さんが

来るような、仕事が分かりやすくなるさらになる工夫というのは必要とされていると思うけ

ど、その辺に対しての答弁が今のお答えという感じなんですかね。間違いない。いかがでし

ょうか。 

○名取委員長 村田みどり公園課長。 

○村田みどり公園課長 今後の研究課題というふうに考えてございます。 

○名取委員長 𠮷田土木部長。 

○𠮷田土木部長 詳細については、今、みどり公園課長が御答弁申し上げたとおりなんですが、

私どものほうも、結果的に第１回目については応募者がいなかったんですが、あそこの地域

で、肥後細川庭園と目白台運動公園については場所的に近いということもあるし、庭園とス

ポーツ施設ということで、かなり違いはあるんですけれども、スケールメリットがあるので

はないかというようなことも考えて一括して公募をかけた。ただ、結果的に、今の社会状況

等、あるいは今、相当いろいろなところも公園も指定管理をやっているので、人員の配置で

すとか、職人さんなんかも、今、かなり不足しているというようなことで来なかったと。そ

ういったことで、今度はそれぞれ別々にして、先ほど午前中の課長の答弁であるように、業

務水準なんかもしっかりとまた見直しをして、皆さんが、我々が応募しやすいだろう、ある

いはまた先ほども言ったように、仕事の面においてしっかりと行政と指定管理者での役割分

担をしっかり明確にできるようなことを示した上で、今回、この公募に至ったということで
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ございます。 

 ただ、残念ながら、結果的には肥後細川庭園については応募はなかったという残念な結果

になってしまいましたけれども、そういったことを日々積み重ねながら、今、豪一委員のほ

うの御指摘のあったようなことも十分に踏まえながら、今後も進めていきたいというふうに

考えております。 

○名取委員長 豪一委員。 

○豪一委員 非常に分かりやすい答弁でした。どうもありがとうございます。 

○名取委員長 それでは、小林副委員長。 

○小林副委員長 また細かいお問合せになるんですけれども、２の駒込公園について、遊具の

補修とあるんですけれども、トイレ改修はされるのかどうかということ。また、遊具の補修

に関連して、久堅公園にあるバナナ型滑り台については、幼児にとって危険な遊具なので取

り入れないでほしいという声があったことはお伝えしておきたいなというふうに思います。 

 また、８の窪町東公園、こちらのほうも樹木を移植して桜は駄目になったということは伺

っていますけれども、ほかの健康な木もあると伺っているんですが、樹木は戻ってくるのか

来ないのかということを教えてください。 

 あと、13の千駄木公園について、工事見合せになったけれども、いつになりそうなのかと

いうことと、また、千駄木公園の鉄棒が老朽化で撤去されたんですけれども、戻してほしい

という声があったこともお伝えしておきたいと思います。 

 あと、最後にトイレ整備、６の宮下公園、10、元町公園に入っているんですけれども、ほ

か22か所、未整備の公衆・公園トイレ等ありますけれども、大規模改修の際にこれからやっ

ていくことになるのか、その辺の見通しを教えてください。 

○名取委員長 村田みどり公園課長。 

○村田みどり公園課長 まず、２番の駒込公園の改修工事でございますけれども、こちら、先

ほど申し上げたとおり、遊具点検等で状況の悪いものの取替えを行う予定でございます。内

容としましては、滑り台の改修ですとか、あとブランコの改修、それから、太鼓はしごの撤

去など遊具の改修と、あと、キャッチボール場の門扉が開けにくいというような状況になっ

ていますので、それの取替えといったものになってございます。 

 委員が御指摘のトイレの改修につきましては、こちらの工事では行う予定はございません。 

 それから、久堅公園のバナナ型遊具につきましてですが、こちら、確かにそういう幼児が

落ちるのではないかというお声もみどり公園課のほうには寄せられているような状況はござ
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います。ただ、メーカーなどに確認をしましたところ、一応、メーカーのほうでも、実際に

子どもたちに滑ってもらいながら、安全性を確保したものを販売しているというふうには聞

いてございます。ただ、バナナの間から落ちる心配があるというところのお声は踏まえまし

て、下に落ちてもけがをしにくいゴムチップの舗装を施したりですとか、あとは、やはり遊

具で遊ぶ子どもの対象年齢というのは決まっておりますので、そちらの対象年齢のほうをよ

りはっきり明示するように、シールなどで表示を増やしたところでございます。 

 それから、窪町東公園の移植した樹木ということでございますけれども、こちら、先ほど

下水道局の工事におきまして、工事前に下水道局が園内の樹木を水再生センターに移植した

というものでございます。その後、健康状態がかなり悪いということで、また、意見交換会

の中でも別の樹木を植えてほしいという御意見もありましたもので、水再生センターに移植

した樹木につきましては、窪町東公園にまた再移植するというようなことは考えてございま

せん。 

 また、千駄木公園の再整備でございますが、小学校の改築の検討を踏まえて延期したとい

うことでございますが、実際いつ頃、公園の再整備の意見交換会を行うかというところは、

まだ明確に確定しているところではございませんけれども、千駄木小学校の改築の検討と併

せてというところで考えておりますので、今、あくまで予定ですけれども、小学校のほうの

基本設計、実施設計が令和７年度、８年度あたりを目指しているということで伺っておりま

すので、その頃、公園の意見交換会、設計委託のほうも合わせる形でやっていけたらという

ふうに考えてございます。 

 また、今回の工事、１番の維持修繕工事の中で、千駄木公園の鉄棒について、やっぱり老

朽化の関係から撤去している状況でございます。こちら、実は今年、意見交換会を行って、

次年度以降工事を行う、その流れの中で、鉄棒の必要性というか、あったほうがいいかどう

かということも含めて、意見交換会を行う中で検討して、新しい遊具、もしくは鉄棒を再設

置するということを考えていたんですけれども、そういった延期の関係で、鉄棒を撤去した

ままになってしまう状況がありましたので、こちら公園課のほうで、次年度においてですけ

れども、鉄棒を新たに設置することを検討しているところでございます。 

 それから、トイレの整備につきましては、今、22か所残っているものにつきましては、基

本的に３か所、現場の状況が整わず、工事をできない状況であるというところで着手する予

定がないものと、あと、残りの公園工事と併せて整備する19か所につきましては、再整備と

併せてやっていきたいというふうに考えてございます。 
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○名取委員長 それでは、以上で報告事項４、主要公園工事等の進捗状況についての質疑を終

了いたします。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○名取委員長 続きまして、一般質問です。 

 一般質問は２名の方、２人の委員から２問ございます。 

 初めに、豪一委員。 

○豪一委員 一般質問で、高さ制限が来年10年になるので、見直しをするというか、一回啓発

するというか、啓蒙するというか、あれはね、高さ制限自体は都市計画決定ですから、指定

ですよね、高さの指定をしたわけですけれど、ある意味、文京区独自のものなので、私的に

は条例に近いんじゃないかなというふうに考えております。 

 その中で、区長答弁で見直しをすることは考えていないということを言われてしまったの

でね、我々自民党としても、果たしていかがなものかというふうに思いまして、新たなもの

を文京区の中でそうやって制定した場合に、文京区民の中でそれによって区民の権利だとか、

資産だとか、不利益を講じるものはないかと考えるのは当然のことだし、自由民主党として

は、当然、その見直しをした結果、既存のままでいく。それは構わない。ただ、その作業を

するという手間をかけるというのは、区民の代表として大事なことだし、区民の立場に立て

ば、そういうことをするべきだというふうに思うわけですよ。それを否定されてしまったと。 

 これは条例じゃないですけど、条例とかそういう自治体でオリジナルに決めたことに関し

ては、それを見直す規定というのは様々な自治体で持っています。それは、その自治体に住

んでいる市民であったり区民であったりするものの財産についてだとか、権利に関わるもの

だとか、あとは誰かの区民に義務づけしたりしちゃっているものというのは定期的に見直す

という条例があったり、もしくは特定の区民に直接利益を与えちゃって寄与しちゃっている

ような条例についても定期的に見直すというような様々な見直し条例があるんですよ。 

 文京区もいろいろ調べてみたんですけど、私の調べ方が悪いのか、そういうのがちょっと

見当たらなかったので、高さ制限に関しては条例じゃないけれども、条例に関しての見直し

について、そういうようなものが自治基本条例の中であるようでしたらお示しいただきたい

のと、高さ制限について具体的に、例えば今、不動産が高いですよね。１坪500万円、住宅

地でも。商業系になると、湯島なんかだと１坪3,000万円と言われている時期ですよ。そう

いったときに、高さ制限をすることによってあと１階建つ50坪の建物が、１階削られるだけ

で商業地域で例えば600万円、700万円だったら、ワンフロアで３億円という損失が財産権の
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侵害をするわけですよ。そういう可能性があるのに、なぜ目的を果たしているから見直しを

しないというふうに断言できるのか。その辺が私にはちょっと理解できなかったので、今言

った文京区にある、例えば、条例ではないけど、条例の見直しとかに対する規定がないのか

ということと、なぜ高さ制限について、そういう検討会とか振り返るということをするつも

りがないのかお聞かせください。 

○名取委員長 佐久間都市計画課長。 

○佐久間都市計画課長 絶対高さ制限につきましては、2011年の現行の都市マスタープランの

中で突出した高い建物を避けるとか、そういった目的の中で制度化して、これは区内全域で

かけさせていただいております。区長答弁もさせていただきましたけれども、全域として見

直す考えについては現在のところございません。ただ、一方で、例えば後楽のほうでやって

いるような、地域ごとに、その地域の特徴に合わせた形で地区計画を定めて、その中で高さ

というのは緩和といいますか、絶対高さ制限を外すといった手続もできますので、そういっ

た中で地域ごとに見直しといいますか、高さ制限自体を見直すわけではございませんが、そ

ういったことで地域の状況に応じて高い建物を建てていく。一方で、そういった低層な住宅

を守っていくために、より厳しい制限をかけていくというのは、今後はその地域ごとでやっ

ていって、それが一定広がりを見せた中で、改めて区内全域の高さ制限については見直しし

ていくということを検討していくべきなのかなと現状では考えているところでございます。 

○名取委員長 豪一委員。 

○豪一委員 ありがとうございます。具体的で分かりやすかったです。区長答弁のときに、少

し部分的にはという発言もされていたので、そこはちょっと気になっていたんだけど、今、

佐久間課長が言ったように具体的に言っていただければ非常に分かりやすい。 

 先ほども私、ちょっと熱く発言しましたけど、文京区というのは、場所柄、位置柄ですよ、

都心の中の位置柄、人気があるし、大学とか病院があって、そのよさを維持していますけど、

まちの発展という意味で見ると、皆さん、行ってくださいよ、山手線の中にある都心の区を。

文京区はまちづくりが全然遅れていますよ。全く遅れている。それは、でも山手線の外に比

べたら同じぐらいですよ。だけど、都心区の中では開発が非常に遅れている。ようやく春日

の再開発があったり、今から後楽をやっているぐらいで、それももっとあか抜けたものにし

ていかないと、先ほども白書の中に人口統計とか出ていたけど、本当に人口が減っていくの

は、もう20年先に見えているわけですよ。この20年はあっという間じゃないですか、まちづ

くりをしていたり開発をする中ではあっと言う間にたっちゃいますよね。森ビルだって六本
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木ヒルズをつくるのに35年かかった。では、文京区をあと20年でどこまで選ばれる自治体と

して守れるのかということを考えたら、いいものをしっかりと開発していこうと。高さ制限

のいいところもあるんですよ。住宅系をしっかりと守る。僕はいつも言っているけれど、閑

静な住宅はしっかり守るようにするのが必要だし、最低敷地面積も設けて、分譲不動産会社

にお屋敷街がぶつぶつ切られて、15坪の建て売りになるのを避けるために、そういうことも

文京区はもっと積極的にやらないといけないというふうに言っているわけですよ。もしかし

たら閑静な住宅街に無電柱化も必要だったり、区のお金でね、それは区道ですから、当然、

区のお金になっちゃうわけですよ。そういうことを企画して、自治体の中には、関西のほう

には、まちをその自治体の、市の自治体のお金で無電柱化しているところだってあるわけで

すよ、高級住宅街をつくるために。だから、そういうことを仕掛けていかないと、文京区が

将来選ばれるまちになるという保証がないから、今、文京区の財政が豊かで金利も安いうち

に起債をしてでもそういうことをつくり上げていったほうがいいんじゃないですかというこ

とを言っております。 

 ちょっと横道にそれちゃいましたけど、この高さ制限についても、今の佐久間課長の答弁

で、部分的にしっかりと見直してくれるんだったらいいけれども、それでも足かせになって、

開発なんかはちょっと遅れるわけですよ。まず、その機運を上げるために５年とかかかって

いって、遅れていくわけですよ。だから、できるだけ、特に商業地域にはですよ、私は別に

住宅地域にやれと言っているわけじゃないです、前から。商業地域については、今の文京区

内の商業地域でも先端の需要を、若い人の購買意欲をそそるような飲食店や物販でも、そう

いう店は少ないわけですよ。そういうものを引っ張ってくるには、それだけの大きな開発だ

とか、インフラとの協働の必要になってくる。そういうものができやすいまちづくりの基盤

になるような、そういう都市計画をしていただきたいというふうに思っております。 

 特に商業系のエリアの高さ制限については、ぜひ柔軟に対応していただきたい。今の高さ

制限が、別に既存の建築基準法の容積率と前面道路を計算した場合に、私もプロだから、そ

れが大差ないというのはよく分かっているわけですよ。それが将来の建て替えだとかいろい

ろなところの足かせになるのは危ないから、気をつけたほうがいいというふうに言っている

ことなので、ぜひ柔軟な対応をしていただきたいと思います。 

 以上です。 

○名取委員長 それでは、続きまして小林副委員長。 

○小林副委員長 これまでほかの会派の方たちからも、また、共産党会派としては、金子区議
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が質問しているところなんですけれども、宅配ボックス助成を要望したく、質問いたします。 

 ＣＯ２削減のために23区で初めて宅配ボックスの設置費に対する助成を行っているという

荒川区に実施状況を聞いたところ、令和４年度は戸建て11件、集合住宅５件の合計16件、令

和５年度は10月末で戸建て９件、集合住宅３件の合計12件だそうで、エコ助成の予算を増額

して対応しているということでした。人気の助成になっているということです。ぜひ文京区

でも検討してもらえませんでしょうか、お考えを伺います。 

○名取委員長 橋本環境政策課長。 

○橋本環境政策課長 区では現在、温室効果ガスの排出削減に効果的な設備の利用促進を図る

ために、住宅用太陽光発電システム、エネファーム、家庭用蓄電システム、断熱窓、エコキ

ュート、あとは、高日反射率塗料ですとか、そういった設置を助成する新エネルギー・省エ

ネルギー設備設置費助成というものに注力しておりまして、今年度は助成件数も大幅に伸び

ており、既に昨年度を超えている状況です。 

 この調子で今後も現在のメニューの充実を図りながら、さらに伸ばしていきたいと考えて

いるところですので、新メニューの追加につきましては、今後の状況を見ながら判断してい

きたいと考えてございます。 

○名取委員長 小林副委員長。 

○小林副委員長 ＣＯ２削減のためにいろいろな援助をしてくださっていることはとても評価

したいと思います。 

 住宅白書を見ましても、文京区は高経年化した持家が多くて、また、小規模マンションが

多いためなのか、宅配ボックスを望む声もよく会派のほうに届いております。優先順位を今

後上げていただくことがあるのであれば、ぜひ検討していただきたく要望いたします。 

○名取委員長 それでは、以上で一般質問を終了いたします。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○名取委員長 その他に入ります。 

 本会議での委員会報告について、文書の作成については、委員長に御一任願いたいのです

が、よろしいでしょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

○名取委員長 委員会記録について、本日の委員会記録については、委員長に御一任願いたい

のですが、よろしいでしょうか。 

（「はい」と言う人あり） 
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   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○名取委員長 以上で、建設委員会を閉会いたします。お疲れさまでございました。 

午後  ２時３４分 閉会 

 


